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ディプロマポリシー(卒業認定・学位授与に関する方針)について

|教育文化学部|
教育文化学部では、教育に対する強い使命感と教員としての基礎的資質・能力を確実にそなえ、発達段階を見通した広い視野から初等

教育、中学校教育、特別支援教育を実践できる人材を養成し、また、高い課題解決能力及び職業的意識を基礎に欧米及び日本、アジアの

言語と文化の理解、人聞社会の歴史・文化的環境の理解、社会のシステムの理解等を通して、社会における課題解決のために貢献できる

人材を養成します。したがって、本学部の各課程(コース)ではそれぞれ以下のような能力を、卒業要件として考えています。

|学校教育課程|
l本課程町教育目的に沿って設定された授業科目の単位数を修得することが、学士授「与の必要条件です。授業科目には、講義、演習、実

習、卒業論文が含まれます。

2必要単イ立を修専し、コース毎に示している教師に必要な知織や技能 教師としての資質を身につけることが卒業の具体的な目安となり

ます。

臣室萱EEヨ
l教科の内容と指導法及び生徒指導や学級経営等に関する確かな知徹と、得意とする分野の専門的知織を修得し、学校現場で生じている

さまざまな教育課題について論じ、適切な対応を考えることができる。

2児童の発達に応じた授業の構成や教材・教具の工夫ができ、個に応じた指導ができる。

3教育実践を省察することで、課題を明確にし、理論と結びつけながら教育実践カの向上に努めることができる。

生幼稚園・ 4学校等の教員に必要な使命感や責任感、コミュニケーションカを身につけ、教育的愛情を持って幼児・児童に接することが

できるとともに、社会の一員として適切な行動ができる。

|中学校教育コース|

1.教科の内容と指導法及び生徒指導や学級経営等に関する確かな知識と、得意とする分野の専門的知識を修得L、学校現場で生じている

さまざまな教育課題について論じ、適切な対応を考えることができる。

2生徒の発達に応じた授業の構成や教材・教具の工夫ができ、個に応じた指導や説明ができる。

3教育実践を省察することで、課題を明確にし、理論と結びつけながら教育実践力の向上に努めることができる。

4.中学校教育に携わる教員に必要な使命感や責任感、コミュニケーションカを身につけ、教育的愛情を持って生徒に接することができる

とともに、社会の一員として適切な行動ができる。

師寺別支援教育コース|

l特別支倭教育に関する確かな知識を修得し、知的障害児、肢体不自由児、病弱児、重複障害児、発達障害児等のさまざまな教育課題に

ついて論じ、適切な対応を考えることができる。

2特別支援教育に携わる教員に必要な使命感や責任感、コミュニケーション力を身につけ、愛情豊かに特別な教育的支援を必要とする子

どもに接することができる。

3.子どもの発達や障害特性に応じた授業構成沖教材・教具の工夫ができ、個に応じた指導や悦明ができる。

4特別支援学校、特別支援学級及び通常の学級における特別支援教育の実践を省察することで、自己の学習課題を明確にし、教育実践力

の向上に努めることができる。

|人聞社会課樹
L本課程の教育目的に沿って設定された授業科目を履修し、基準となる単位数を習得することが、学士授与の必要条件です。習得すべき

授業科目のなかには、講義のみならず、演習、実習、卒業論文作成が吉まれます。

2本課程の教育目的で明示されている、人間・社会・文化についての幅広い教義と国際的視野、および羽代社会の諸課題に対する実践的

解決能力の獲得が就業成果として実現され、また、卒業論文作成に反映されているかどうかが卒業の具体的目安となります。

匿主ltit:::Jヨ
1.欧米を中心に、加えてアジア、日本の文化に関する総合的学習を基盤とする、共生文化の視点を獲得している。

2.英語、ドイツ語、フランス語を中心とする外国語教育を通Lて実践的な国際的コミュニケーション能力を獲得している。

乱文化の多様性を認識し、国際交流の場における社会的貢献を実践しうる。

除会システムコース|

1.現代社会の基本構造を理解する方法論と技能を修得している。

2.現代社会の諸問題を認識し、その解決策を考えるための基瀦知識を獲得している。

3.現代社会に関する総合的な知識に基づいた、実践的な問題解決能力を有する社会人としての資質を身につけている。
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カリキュラムポリシ}

|教育文化学部|
教育文化学部では、教育に対する強い使命感と教員としての基礎的資質・能力を確実にそなえ、発達段階を見通した広い

視野から初等教育、中学校教育、特別支援教育を実践できる人材を養成し、また、高い課題解決能力及び職業的意識を基

礎に欧米及び日本、アジアの言語と文化の理解、人聞社会の歴史・文化的環境の理解、社会のシステムの理解等を遇して、

社会における課題解決のために貢献できるふ材を養成します。そこで、以下の方針に基づいて、各課程(コース)のカり

キュラムを編成し、教育を実施します。

|学校教育課樹
本媒程では、教育に対する強い使命感と教員としての基礎的資質・能力を確実にそなえ、発達段階を見通した広い視野から初等

教育、中学校教育、特別支援教育を実践できる人材を養成します。そこで、以下の方針に基づいて、各コースのカリキュラムを編成

仏教育を実施します。

|初等教育コース|
I教育課程の編成の方針]

l 幅広く深い教養と基本的な学習能力の獲得のため、すべての学生が履修する基礎教育カリキュラムとして、導入科目(大
学教育入門セミナー、情報・数量スキル、外国語コミュニケーション、保健体育)、課題発見科目(専門教育入門セミ
ナー、環境と生命、現代社会の課題)と学士力発展科目を設置する。

2 幼稚園・小学校等の教員としての教養と専門的能力および実践的指導力を身につけるため、教育目標に即した専門科目
を、大きく基礎期、展開期、応用・統合期に分けて段階的に設置する。

3. 教員に必要な使命感や責任感および生徒指導や学級経営等に関する確かな知識を身につけるために教耳障に関する科目
を設置する。

4.教科内容に関する確かな知識を身につけるために、教科に関する科目を設置する。
5.得意とする分野の専門的知識を修得するため、保育内容に関する科目や中学校の教科に関する科目を設置する。
ι課題を明確にし、理論と結びつけながら教育実践力の向上を図るために、教職実践演習や卒業研究等の科目を設置する。

[実施の方針]
7. 各授業科目について、シラパスで到達目標、授業計画、成績評価基準・方法を明確にし、周知する。
8.理論と実践を融合し、主体的に考えるカを養うために、講義、演習、実習などの多様な授業形態に、アクティブラーニ

ング(双方向型授業、グループワー夕、発表など)を取り入れて指導を行う。
9. 定期的に履修カルテを作成し、その結果に基づいた指導を行う。
1O.成績評価基準、方法に基づき厳格な評価を行う。

|中学校教育コース|
[教育課程の編成の方針]
l 幅広く深い教養と基本的な学習能力の獲得のため、すべての学生が履修する基礎教育カリキュラムとして、導入科目(大

学教育入門セミナー、情報・数量スキル、外国語コミュニケーション、保健体育)、課題発見科目(専門教育入門セミ
ナー、環境と生命、現代社会の課題)と学士力発展科目を設置する。

2 中学校の教員としての教養と専門的能力および実践的指導力を身につけるため、教育目標に即した専門科目を、大きく基礎期、
展開期、応用・統合期に分けて段階的に設置する。

3 教員に必要な使命感冷責任感および生徒指導や学級経営等に関する確かな知識を身につけるために教織に関する科目を設
置する。

4.専攻する教科の内容に関する確由誌な知識を身につけるために、教科ごとに教科に関する科目を設置する。
5.課題を明確にし、理論と結びつけながら教育実践力の向上を図るために、教職実践演習や卒業研究等の科目を設置する。

[実施の方針]
6.各授業科目について、シラ〆スで到達目標、授業計画、成績評価基準・方法を明確にし、周知する。
7.理論と実践を融合し、主体的に考える力を養うために、講義、演習、実習などの多様な授業形態に、アクティブラーニング(双方

向型授業、グループワー夕、発表など)を取り入れて指導を行う。
8.定期的に履修カルテを作成し、その結果に基づいた指導を仔う。
9成績評価基準、方法に基づき厳格な評価を行う。

|特別支援教育コース|

I教育課程の編成の方針]
1.幅広く深い教養と基本的な学習能力の獲得のため、すべての学生が履修する基礎教育カリキュラムとして、導入科目

(大学教育入門セミナー、情報・数量スキル、外国語コミュニケーション、保健体育)、課題発見科目(専門教育入門
セミナー、環境と生命、現代社会の課題)と学士力発展科目を設置する。

2. 特別支援教育に携わる教員としての教養と専門的能力および実践的指導力を身につけるため、教育目標に即した専門
科目を、大きく基礎期、展開期、応用・統合期に分けて段階的に設置する。

3. 教員に必要な使命感や責任感および生徒指導や学級経営等に関する確かな知識を身につけるために教慨に関する科目
を設置する。

4. 特別支援教育に関する確かfぷ日識や指導法を身につけるために、特別支援教育に関する科目を設置する。
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5. 課題を明確にし、理論と結びつけながら教育実践力の向上を図るために、教職実践演習や卒業研究等の科目を設置す
る。

[実施の方針1
6.各授業科目について、シラパスで到達目標、授業計画、成績評価基準・方法を明確にし、周知する。
7. 理論と実践を融合し、主体的に考える力を養うために、講義、演習、実習などの多様な授業形態に、アクティプラー

ニング(双方向型授業、グループワー夕、発表など)を取り入れて指導を行う。
8.定期的に履修カノレテを作成し、その結果に基づいた指導を行う。
9 成績評価基準、方法に基づき厳格な評価を行う。
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匡主ltfl:;:::Jヨ
言語文化コースでは、本学全体と課程全体の教育理念(別項参照)に基づきつつ、同時にコース独自の理念により、以下
の方針においてカりキュラムを編成し、教育を実施する。

[教育課程の編成の方針1
L幅広く深い教養と基本的な学習能力の獲得のため、すべての学生が履修する基礎教育カリキュラムとして、導入科目(大

学教育入門セミナー、情報・数量スキノレ、外国語コミュニケーション、保健体育)、課題発見科目(専門教育入門セミ
ナー、環境と生命、現代社会の課題)と学士力発展科目を設置する。

2.多言語・多文化共生の時代的要請に合わせて、欧米・アジア・日本の文化を総合的に学べるように、コース必修科目と
して、ヨ}ロッパ文化論 I・II、アメリカ文化論 I、イギリスの言語と文化などの個別的な対象に加えて、多文化共生
論などの科目、また、選択科目として、アジアの言語と文化、中国の言語と文化、異文化理解などの科目を設置する。
また、関連科目として、国文学関連の科目も多数土井置する。

3実践的な国際的コミュニケーション能力育成のために、英独仏の各コミュニケーション授業とそれぞれの言語文化演習
を多く設置する。

4 国際交流等の場においてリーダー的実践力を発揮できるように、上記の演習などに加えて、プレゼンテーション論、国
際交流マネージメント論、情報リテラシー、外国語現地研修、日本語支援教育基礎研修などを設置する。

ι言語と文化の理解という本コースの主要目的を、それぞれの選んだテーマによって一定レベルにおいて完i丞させるべく、
卒業論文の科目を設置する。

[実施の方針]
ι各授業科目について、シラパスで到達目標、授業計画、成績評価基準・方法などを明確にし、かっ周知させる。
7母語においても外国語においても、コミュニケーションの要諦は同じものであるから、少人数教育の利点を活かし、演

習を多く配置して、発表の機会を増やす。
自本コースでは大きな意味を有する卒論の提出後には、コース全体での卒論発表会での発表を厳格に課し、会場で叫比判

や質問にきちんと答えるなどの訓練の場を提供する。
9成績評価基準・方法に基づき、厳格な評価を行う。
1O. FD研修会や関連教員の集まりなどで、授業の方法・工夫や学生指導などについて、意見交換を行う。

|社会システムコース|

社会システムコーλでは、その教育理念に基づき、幅広く深い教養と専門性を修得し、豊かな人間性を高い倫理性を身に
つけた人材を養成するため、以下の方針に基づいてカリキュラムを編成し、教育を実施します。

I教育課程の編成の方針]
I 幅広く深し、教養と基本的な学習能力の獲得のため、すべての学生が履修する基礎教育カリキュラムとして、導入科目(大
学教育入門セミナー、情報・数量スキノレ、外国語コミュニケーション、保健体育)、課題発見科目(専門教育入門セミナ
ー、環境と生命、現代社会の課題)と学土力発展科目を設置する。

2現代社会の基本構造を理解する方法論と技能の修得および現代社会の諸問題の認識とその解決策を考えるため、法政
系・地歴系・社会経済系・総合領域の専門科目を基礎・発展・応用の段階別に設置する。
3学際的な視点と総合的な視点を養うため総合領域に関する科目を設置する。
4現代社会に関する総合的な知識に基づいた実践的な問題解決能力を育成するために、実践的地域マネジメント論・就業
体験学習・地域実践活動および卒業研究等の科目を設置する。

[実施の方針1
5.各授業科目について、シラパスで到達目標、授業計画、成績評価基準・方法を明確にし、周知する。
6主体的に考える力を育成するために、アクテイブラーニング(双方向型授業、グループワー夕、発表など)を積極的に
取り入れた授業形態、指導方法を行う。

7学習ポートフォリオにより、学習成果に基づいた指導を行う
B成績評価基準、方法に基づき厳格な評価を行う。
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1. 教育文化学部のあらまし

【1】教育文化学部の沿革

本学部は、宮崎師範学校と宮崎青年師範学校を母体として、昭和24年に国立宮崎大学学芸学部として発足

した。その後、昭和41年に教育学部と改称、平成11年には教育文化学部へと改組され、平成16年4月l日から

国立大学法人宮崎大学教育文化学部となった。(詳細は256頁のf9.教育文化学部の沿革」を参照のこと。)

宮崎師範学校
h昭和岬 昭和41年 !一 :硝

宮崎大学 宮崎大学 宮崎大学 ;国立大学法人宮崎大学

円川|学特芸学糊部 教縮育学糊部 ;教桝育文批化学鞠部 :教桝育文此化学鞠部
…山…・...。川...・I州..........。 ω …“…“"“…
昭和26年 昭和42年 平成 3年教育実践研究指導センター

附属小学u校 附属幼稚園 平成 14年教育実践総合センター
附属中学校 平成 25年教育協働開発センター| 宮崎静師範学校 L 

【2】教育文化学部の役割

本学部の果たす役割は、次の三点に集約できる。

①学校教育に携わる人材の育成と地域が抱える教育的諸課題への積極的取り組み

②地域からの根強い要望に応えての人文・社会系教育分野拡充による地域への一層の貢献

③複合化した今日的課題である生活の質の向上への、多分野の教育組織を活用した取り組み

本学部にある課程・コースとそれぞれの入学定員は次のとおりである。

教育文化学部

【3]学生の補導について

(1)補導教員(1-2年次)

学校 教育課程

230名

人聞社会課程

初等教育コース

150名 中学校教育コース

特別支援教育コース

80名
言語文化コース

社会システムコース

75名

60名

15名

15名

65名

-学生が学生生活を営むうえでのあらゆる相談(学習上の相談・生活相談・人生相談など)に応じる。補導教

員は、学生支援部、教務・学生支援係、教務委員会、教職及び企業・公務員等の就職委員会等の教員等

と密接な連絡をとりながら学生補導の任に当たる。

・各学生には入学と同時に補導教員が指定される。

-補導教員の任期は2年次後学期の 3月末日までである。

(2)指導教員(3-4年次)

-学生は各自 2年次後学期の1月末日までに卒業論文の指導教員を決める。決定の仕方は、各コースの「卒

業論文の単位取得について」を参照のこと。

-指導教員は卒業論文の指導を行うとともに、補導教員と同様に、学生が学生生活を営むうえでのあらゆる

相談(学習上の相談・生活相談・人生相談など)に応じる。指導教員は、学生支援部、教務・学生支援係・

教務委員会、教職及び企業・公務員等の就職委員会等の教員等と密接な連絡をとりながら学生指導の任

に当たる。

-指導教員の任期は学生が卒業するまでである。

【4]学生に関係のある事務の窓口
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(1 )宮崎大学全体の事務の窓口

窓口 扱うことがら

警譲化部? 学

学生支援部 基礎教育科目の履修・追試験・再試験に関すること

基礎教育支援室(1階) 基礎教育科目受講科目登録手続き(web上で)

学生支援部教育支援課 学生証に関すること
教務係(1階) 受講科目登録手続き(web上で)

キ就(ャ職就リ指職ア導情支担報援当資課(料1階室)(l階)) 就職あっせん・就職相談・就職情報の提供

創立
学生支援に関すること3 学学(学生生生支生活援な支・学ん援生課で相も談相担当(1陪)

3 談室(1階))
学生生活上のあらゆる相談。
課学通自外生学動活証寄車宿駐動明舎書車・諸許のに行発関可事行す証にるの関こ発すと行ること学生生活支援課

学生支援担当(1階)

学内での掲示に関すること

学生生活支援課
奨経傷学生学済害相保寄金宿談険・入舎に・学ア関にル料す関バ免するイ除こるトと・こに授と関業す料る免こ除と・授業料分納に関すること

経済支援担当(1階)

証明書自動発行機(1階) 単位取得証明書・成績証明書・在学証明書・卒業見込み証明書・学書l証

学長意見箱(1階) 宮崎大学に対する要望や意見

事務局
財務部財務課

授業料の納付(ただし、銀行引き落としが原則)
出納係(2階)

国際連携センター国際連
外海外国人留留学学に関生すにる関情す報るこ提と供

携室留学生支援係(1階)

ハラスメント等相談員
ハラスメントに関すること

(学内にも掲示)

安全衛生保健センター
健精定神期康健相衛康談生診に・救関断急す・措臨る置時相健談康(カ診ウ断ンセリングなど)

(事務局に隣接)

(2) 教育文化学部の事務の窓口

窓口 扱うことがら

専門科目の履修・試験に関すること

特別欠席なにど関のす資る格ことに
教職免許 必要な科目に関すること

教育文化学部
教育実習に関すること
時間割・教室配当・教室管理に関すること

教務・学生支援係
就職活動に関すること
学内での掲示に関すること

(実験研究棟 l階) インターンシップに関すること
休学・復学・退学・除籍・再入学・転学・転学部・転課程等に関すること
海外留学に関すること
大学院生・研究生・科目等履修生に関すること
成績についての申し立てに関すること

学部長意見箱
教育文化学部に対する要望や意見

(講義棟 1階ロビー)
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2.専門教育科目の受講および試験に関する手続きの一覧表

点ナ主.

期

前
ぷマゐー

期

後
戸寸主dーL 

期

※平成 26年度学年暦に基づくが、変更されることもあるので掲示に注意すること。

項目 提出先 期日 注意すべき点

定める期日まで 受講する授業科目のすべてを“Webで"登

学 生 支 援 部 (掲示板で必ず確認。基礎教 録すること。登録しない者には単位の認定をし

受講科目登録 教育支援課 育科目と専門教育科目で、 ない。時間割に記載された集中講義についても

(Web上で) 登録期間が異なる場合があ 登録すること。卒業期にある者は、卒業論文に

るので注意。) ついても登録すること。【注意 1]を参照せよ。

他学部受講願 融務・学生支援部 4月 30日まで 他学部の授業を受講するとき。

履修年次の4月30日ま

教育実習履修届 教務・学生支援係 で。ただし人間社会課程 履修条件を満たしている者だけが履修できる。

は3年次の6月30日まで。

免許状の追加取得に要 実習皿履修年次(最終
コース実習を履修した者だけが履修できる。

する教育実習履修届
教務・学生支援係

年次)の 4月 30日まで

特別 欠 席 願 鞍務・学生支援係 事由発生後すみやかに
出席率(75%)の充足について、担当教員によ

り考慮されることがある。

定 期 試 験 7 月下旬~ 8月上旬 【注意2]を参照せよ。

定期試験終了後 10日
定期試験で特別欠席を許可された者につい

追 試 験 届 教務・学生支援部
以内

て、定期試験終了後1か月以内に担当教員が

適宜実施する。

定期試験・追試験
試験終了後1週間以内

Web上で担当教員が発表する。【注意Z】を
メ口ミ~ 否 発 表 参照せよ。

定める期日まで 受講する授業科目のすべてを“Webぜ'登録す

学 生 支 援 部 (掲示板で必ず確認。共通教 ること。登録しない者には単位の認定をしない。

受講科目登録 教育支援課 育科目と専門教育科目で、 時間割に記載された集中講義についても登録

(Web上で) 登録期聞が異なる場合があ すること。卒業期にある者は、必要な手続きを行

るので注意。) うこと。【注意 1]を参照せよ.

他学部受講願 鞍務・学生支援伍 10月 31日まで
他学部の授業科目で後学期から開議されるも

ののみ願い出ること。

特別 欠 席 願 教務・学生支援部 事由発生後すみやかに 前学期に同じ。

定 期 試 験 2 月上旬~ 2月中旬 【注意2]を参照せよ。

定期試験終了後 10日
追 試 験 届 鞍務・学生支援部

以内
前学期に同じ。

定期試験・追試験
試験終了後1週間以内 前学期に同じ。【注意2]を参照せよ。

ムロ 否 発 表

定期試験・追試験の合
卒業期にある者で、後学期定期試験で不合格

特別 試験 届 融務・学生支援部
否発表後すみやかに

となった専門授業科目 3科目の範囲内で卒業

所要単位を充足できる者に限り受験できる。

特 目IJ 試 験 3月 13日まで 【注意Z】を参照せよ。

特 jjlJ 試 験
3月 14日まで

不合格者は所定の手続きをして、再受講しなけ
i口k 否 発 表 ればならない。

【注意 1] 専門教育科目登録の手間・・・登録期間(確認・修正期間も含む)終了日までに受講科目登録が正しくなされてし、な
い場合は、原則として受講科目の単位は認められない。次の点に注意してしっかりと登録すること。
① 決められた登録期間内(前学期は春休み期間中、後学期は夏休み期間中になることが多い)にWeb上から受講科目

を登録する。登録したあとは、必ず登録完了後の画面を印刷し、各自保管する。
② 授業開始後の確認・修正期間内に自ら登録した科目・自動笠録された科目等、全ての科目が登録されているかを必

ず確認し、一覧表を印刷して保管する。

【注意2] 専門科目の受講及び試験に関しては240頁の内規を参照のこと。なお、同内規の 14項に関して、 験こおけるカ
ンニング等の不E行為に対しては停学処分の他、当該学期の専門科目の試験及びその他レポート等の成績福ほ子又で

盤塾主主歪L
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3.カリキュラムのあらましと単位の計算

【1】各課程のカリキュラム

学撒育課程 } 

瞳| 大輪(教 膿醐鱒攻・学槻融緩轍)

冨

回

目

回

|間相叫 卒樹業璃論実践文演習

新制酷ヰ曹守司科目
可科目

1・基礎教育科目+1
教副科専攻ま科たは目教捕時~~科目

-導入科目
鞠龍入門

.liJIl;庖研究科目
〈学士力発展科目)

人蹴会課程 } 

回
一
一
国
困
一
回
一

卒業論文
|@朝網目φ「

課程共通必修科目

コココーーーススス選選必修択択科科必修目目科目
|・蹴教静岡@「

自由選択科目
-導入科目

(，学課士題力研発箔展ヰ科目目)

【2]単位の計算
各授業科目の単位は， 1単位につき，教室内及び教室外を合わせて 45時間の学修時間を要するもの

と定められており，次のように計算する。

1つの授業に対して必要な学修時間

授業形式 教室内における学修時間 教室外において必要な学修時間

講義 G単位)
30時間 60H割問

(2時間・ 15回) (講義1回につき4時間)

演習 (1単位)
30時間 15時間

(2時間・ 15回) (演習l回につき1時間)

実験実習実技(1単ω 30~45時間 15~O時間

(2時間・ 15回~3時間・ 15回) (実験・実習・実技l回につき1~卵寺間)
※1 単位計算上の 11時間Jには，莞際の時間として45分をあてる。

※2 ほとんどの授業は，通常 r2時間Jを1コマとして設定されている。

※3 コースによっては r2単位の演習」があるが、これについては教室内印時間・教室舛4伊寺跡乃学修時聞を要する。

また、コースによっては r2単位の実習」があるが、これについては教室内印時間・教室州側寺聞の学僻寺聞を要

する。

本表が示すように単位を取得する場合には、講義・演習にせよ、実験・実習・実技にせよ、予習、復
習による授業時間外の学修を本来的に必要とする。したがって、所要単位を大幅に超えた単位を履修す
るのではなく、単位制度の主旨に沿って一つ一つの科目について授業中に真剣に取り組むことはもちろ
ん、授業時間外の学修に実質的に取り組み、より質のある学修を行うよう努力することが求められてい
る。
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4. 学校教育課程

【1]カリキュラム編成の考え方

学校教育課程は、教員養成のための課程で、初等教育、中学校教育、特別支援教育の3コースが置かれて

いる。各コースのカリキュラムは、教育職員免許法、および同施行規則、介護等体験に関する法律等に

基づいて編成され、教科に関する科目、教職に関する科目、教科又は教職に関する科目、特別支援教育

に関する科目等から構成されている。各コースとも卒業時までに、主専攻の分野を学修するとともに、

高IJ専攻もしくは単独専攻(1教科を中心に学修する単独専攻は中学校教育コースのみで選択可能)の分

野を選択して学修し、教員としての教養と専門的能力および実践的指導力を身につけるためのカリキュ

ラムが準備されている。さらに本学大学院教育学研究科における高度な教員養成と密接な関連を持って

いる。

【2】各コースにおける専攻の種類と取得免許

学校教育課程の各コースでは副専攻もしくは単独専攻を選択することになる。その選択の卒業要件に

したがって取得できる教育職員免許状の種類が決まる。各コースの国l専攻・単独専攻は次の通りである。

A 初等教育コース

主専攻は小学校教育(小学校1種免許)である。そして、副専攻については、「中学校教育教科副専攻」また

は「学校教育基礎副専攻」の2種類からいずれか1つを選択する。

主専攻 副専攻の種類 内容

中学校教育教科副専攻 中学校教育コースのカリキュラムから l教科を選択履修

小学校 (中学校各教科2穏免許を取得)

教育 学校教育基礎副専攻 主として、教育学・心理学関連の科目を履修し、幼稚園

教育関連の科目を履修(幼稚園 2種免許を取得)

自己が所属する副専攻は、以下の方針にしたがって決定する。

①入学直後に実施される進路選択に関するガイダンスをうけ、副専攻の授業科目を l年次前学期より履修す

る。

②自己の副専攻を l年次の終わりまでに正式に決定する。

③ l年次の段階で副専攻を明確に決めていなし、うちは、初等教育コース・中学校教育コース内にある複数の

副専攻科目(ただし l年次配当の科目)を受講できる。
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日中学校教育コース

主専攻は本学入学試験で希望した中学校の1教科(中学校l種免許)である。そして、副専攻については、

「小学校教育面1)専攻」、「中学校教育1教科単独専攻(単独専攻)Jまたは「中学校教育教科副専攻」の3種類

からし、ずれか1つを選択する。

特に推奨される昏l専攻は、小学校教育面l専攻、中学校教育 l教科単独専攻(単独専攻)である。

主専攻 副専攻および単独専攻の種類 内容

小学校教育副専攻 初等教育コースのカリキュラムから指定され

た科目を履修(小学校2種免許を取得)

入学試験
中学校教育1教科単独専攻 主専攻教科の科目およびそれに関連した科

で希望し (これを「単独専攻」と略記する) 自の履修に専念(中学校主専攻教科 l種免

た中学校 許のみ取得)

のI教科
中学校教育教科晶1)専攻 中学校教育コースのカリキュラムから主専攻

以外の I教科を補導教員とよく相談のうえ選

択して履修(中学校教科2種免許を取得)
主一一一一

自己が所属する副専攻・単独専攻は、以下の方針にしたがって決定する。

①入学直後に実施される進路選択に関するガイダンスを受け、副専攻・単独専攻の授業科目をl年次前学

期より履修する。ただし、中学校教育教科目l専攻の場合は、補導教員とよく相談して教科を選択するこ

と。

②自己の副専攻・単独専攻を l年次の終わりまでに決定する。

③ 1年次の段階で副専攻・単独専攻を明確に決めていなし、うちは、初等教育コース・中学校教育コース内

にある複数の副専攻科目(ただし I年次配当の科目)を受講できる。

C 特別支援教育コース

主専攻は特別支援教育(特別支援学校 l種免許)である。そして、副専攻は小学校教育(小学校1種免許が

基礎資格)である。なお、本学で取得することのできる特別支援学校教諭免許状の領域は、知的障害者・肢体

不自由者・病弱者に関する領域である。(※以後領域については、「知的障害・肢体不自由・病弱Jと表示す

る。)

入学直後に実施されるガイダンスを受け、主専攻及び副専攻の科目を指定された年次・学期以降に1年次

より履修する。
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【3】服修基準

学校教育課程3コースそれぞれの卒業に必要な単位修得の履修基準は以下のとおりである。

表4田 3-1各コース履修基準

下〈二¥ 学 校 教 育 課 程

初等教育コース 中学校教育コース 特別支援教育コース

基礎教育科目 36 36 36 

教科専門科目 18 30 12 
専

教職専門科目 49 37 47 
F可

教科又は教職専門科目 10 10 4 
教

高IJ専攻科目 ------------------16 
育

副専攻または単独専攻科目 ------- 16 ---------科
特別支援教育に関する科目 -------------- 30 

目
卒業論文 4 4 4 

計 133 133 133 

【4】基礎教育科目の服修について

表 4-3-1 の基礎教育科目については全学共通になっているので、前記 141 頁~172 頁を参照するこ

と。学校教育課程の学生は、以下の 8単位を含む計 36単位以上を修得すること(r教育職員免許

法施行規則第 66条の 6Jによる)。

導入科目に属する情報・数量スキル科目群の「情報・数量スキル(2単位)J。

導入科目に属する外国語コミュニケーション科目群の「英語Ebl・2(計 2単位)J。

導入科目に属する保健体育科目群の「スポーツ科学 1• 11 (計 2単位)J。

学士力発展科目に属する「日本国憲法(2単位)J。

【5]専門教育科目の履修について

※専門教育科目i主、l!a当年次で指定さ札た年次・学期またはそれ以降に置修しなければならない白

表 4-3-1の専門教育科目について、開議されている授業科目、その単位数、配当年次、授業担当教員は、

195頁以降の【6】専門教育科目表に、コースおよび専攻別に分類番号(以下、「分類」と呼ぶ)で示されている。

履修に際しては次の点に留意すること。
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A 初等教育コース

1.教科専門科目の単位修得について

分類 lから、単位数にO印を付した科目をすべて履修し、計 18単位を修得する。

2.教職専門科目の単位修得について

以下のように計 49単位を修得する。

(2-1)分類2の科目区分B r教職専門科目」をすべて履修し計47単位を修得する。

(2-2)中学校教育コースの科目(分類 4-分類 13)の「教職専門科目」から#印を付した各教

科の「授業基礎演習」を l科目、各教科の「教材開発演習」を l科目の計 2科目を履修

し、計 2単位を修得する。ただし、中学校教育教科副専攻の学生においては、自己の副

専攻の教科の科目を履修すること。学校教育基礎高IJ専攻の学生においては、 「授業基礎

演習Jと「教材開発演習」は同一の教科でなくてもよい。

3.教科又は教職専門科目の単位修得について

以下のように計 10単位以上を修得する。

(3-1)分類2の「介護体験Jを履修し l単位を修得する。

(3-2)分類 16の科目区分cr教育フィールド体験」から l科目を選択し 1単位を修得する。

(3-3)分類 16の「特別支援教育Jと「人権問和教育」を履修し計 4単位を修得する。

(3-4)分類 17から、 (2-2)の科目と重ならないように選択し計4単位以上を修得する。ただし、学校

教育基礎副専攻の場合、 b印を付しである科目は「副専攻科目 (4.の (b)を参照)Jの単位

として認定される(r教科又は教職専門科目」の単位としては認定されないので注意すること)。

4.副専攻科目の単位修得について

以下の (a)か (b)のどちらか一つを選ぶ。

(a)[中学校教育教科副専攻」の場合 中学校教育コースの科目(分類 4-分類 13)から一教科を選択

し、以下のように計 16単位以上を修得する。(各教科専門教育科目表の欄外注記に十分注意して単

位を修得すること。)

(a-1)その教科の「教科専門科目」から実印を付した科目すべてを含めて計 12単位以上を修得す

る。

(a-2)その教科の「教職専門科目」から女印を付した科目すべてを含めて計4単位以上を修得する。

(b)[学校教育基礎副専攻」の場合 以下のように計 16単位以上を履修する。

(b-l)分類3のb印を付した科目から選択履修し、計 10単位以上を修得する。

(b-2)分類 3r幼稚園教育j の「保育内容の指導法」から選択履修し計4単位以上、および「幼児

の理解と発達臨床」の 2単位を修得する。

5 卒業論文の単位修得について

「卒業論丸については、以下のように 4単位を修得する。

(5-1)論文の単位修得にあたっては、自己の所属する副専攻の授業科目の担当教員(学校教育基礎自IJ

専攻の場合は教育協働開発センターの専任教員を含む)の中から指導教員を選ぶ。ただし、事

情によっては、関係する教員の協議と教務委員会の了承を経て、上記以外の教員を指導教員と

して選ぶことが認められる場合がある。



(5-2) 2年次の 1月 31日までに指導教員届を教務・学生支援係に提出する。

(5-3)受講科目の登録は4年次の前学期に行う。

(5-4) 4年次の 5月 10日までに卒業論文題目届を教務・学生支援係に提出する。

(5-5)論文の提出期限は 1月 31日午後 5時、当日が休業日の場合は次の平日の午後 5時までとし、

指導教員に提出する。

(5-6)論文の審査にあたっては、試問等が行われることがある。

B 中学校教育コース

1.教科専門科目の単位修得について

各自が主専攻とする教科の専門科目表(分類 4~分類 13) の教科専門科目から、単位数にO印を

付しである科目のすべてを含む 30単位以上を修得する。

2.教職専門科目の単位修得について

以下のように計 37単位を修得する。

(2-1) 各自が主専攻とする各教科(分類 4~分類 13) の「教職専門科目」から、単位数にO印を

付しである科目をすべて履修し計 8単位を修得する。

(2-2)分類 14の科目区分B r教職専門科目Jをすべて履修し計 29単位を修得する。

3.教科又は教職専門科目の単位修得について

以下のように計 10単位以上を修得する。

(3-1)分類 14の「介護体験」を履修し l単位を履修する。

(3-2)分類 16の科目区分cr教育フィールド体験」から l科目を選択し 1単位を修得する。

(3-3)分類 16の「特別支援教育」と「人権問和教育j を履修し計4単位を修得する。

(3-4)分類 17から、 (2-1)の科目と重ならないように選択し計4単位以上を修得する。
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4 副専攻または単独専攻科目の単位修得について

以下の (a)・(b)・化)の中からどれか一つを選ぶ。

(a) r小学校教育盲目専攻」を選択する場合 以下のように計 16単位以上を修得する。

(8-1)分類 1の女印を付した科目を 2科目以上選択し 4単位以上を修得する。

(8-2)分類2の女印を付した科目のうち 6教科以上(ただし、 「音楽j ・「図工」 ・ 「体育」

の中の 2教科を必ず含める)を選択し、それぞれ 2単位計 12単位以上を修得する。

(b) r単独専攻Jを選択する場合各自が主専攻とする教科(分類 4~分類 13) の「教科専門科目 J

と「教職専門科目Jおよび分類 17の中から、上記「教科専門科目」・「教職専門科目」・「教

科又は教職専門科目」で選んだ科目と重ならないように計 16単位以上を修得する。

(c) r中学校教育教科副専攻』を選択する場合 分類 4~分類 13 の中から、各自が主専攻とする教

科を除く中学校教科を補導教員とよく相談のうえーっ選択し、以下のように計 16単位以上を

修得する。(各教科専門教育科目表の欄外注記に十分注意して単位を修得すること。)

(c-l)その教科の「教科専門科目」から女印を付した科目のすべてを含めて 12単位以上を修

得する。

(c-2)その教科の「教職専門科目」から貴印を付した科目のすべてを含めて 4単位以上を修

得する。

5 卒業論文の単位修得について

「卒業論主むについては、以下のように 4単位を修得する。

(5-1)論文の単位修得にあたっては、自己の所属する主専攻の授業科目の担当教員の中から指導教員

を選ぶ。ただし、事情によっては、関係する教員の協議と教務委員会の了承を経て、上記以外

の教員を指導教員として選ぶことが認められる場合がある。

(5-2) 2年次の 1月31日までに指導教員屈を教務・学生支援係に提出する。

(5-3)受講科目の登録は4年次の前学期に行う。

(5-4) 4年次の 5月 10日までに卒業論文題目届を教務・学生支援係に提出する。

(5-5)論文の提出期限は 1月 31日午後 5時、当日が休業臼の場合は次の平日の午後 5時までとし、

指導教員に提出する。

(5-6)論文の審査にあたっては、試問等が行われることがある。
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C 特別支援教育コース

1.教科専門科目の単位修得について

分類 lから、女印を付した科目を 6科目以上選択し、計 12単位以上を修得する。

2.教職専門科目の単位修得について

以下のように計 47単位を修得する。

(2":'1)分類 2の科目区分B r教職専門科目jから「小学校教育実習illJ以外のすべてを履修し、

計 45単位を修得する。

(2-2)中学校教育コースの科目(分類 4-分類 13)の「教職専門科目」から#印を付した各教科

の「授業基礎演習j の中から任意の 1科目、各教科の「教材開発演習」の中から任意の 1

科目の計 2科目を履修し、計 2単位を修得する。ただし、 「授業基礎演習」と「教材開発

演習Jは同一の教科でなくてもよい。

3.教科又Iま教職専門科目の単位修得について

以下のように計4単位を修得する。

(3-1)分類2の「介護体験」を履修し 1単位を修得する。

(3-2)分類 16の科目区分cr教育フィールド体験」から l科目を選択し I単位を修得する。

(3-3)分類 16の「人権問和教育」を履修し 2単位を修得する。

4.特別支援教育に関する科目の単位修得について

分類 15から単位数にO印を付した科目のすべてを含めて計 30単位以上を修得する。

5.卒業論文の単位修得について

「卒業論3むについては、以下のように 4単位を修得する。

(5-1)論文の単位修得にあたっては、特別支援教育専門科目の担当教員の中から指導教員を選ぶ。た

だし、事情によっては、関係する教員の協議と教務委員会の了承を経て、上記以外の教員を指導

教員として選ぶことが認められる場合がある。

(5-2) 2年次の 1月 31日まセに指導教員届を教務・学生支援係に提出する。

(5-3)受講科目の登録は4年次の前学期に行う。

(5-4) 4年次の5月 10日までに卒業論文題目届を教務・学生支援係に提出する。

(5-5)論文の提出期限は 1月 31日午後 5時、当日が休業日の場合は次の平日の午後 5時までとし、指

導教員に提出する。

(5-6)論文の審査にあたっては、試問等が行われることがある。
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【6】専門教育科目表

関議されている専門の授業科目、その単位数、配当年次、授業担当教員については、コースおよび主専攻

別に示されている。履修に際しては次の点に留意すること。

1) 科目表の単位欄の「必修」・「選択」は該当コースを主専攻とする者にとっての区別である。単位数にO印が

ついている授業科目は必修である。

2) 授業科目の女印は副専攻科目の指定を表し、#印は教職専門科目の教科授業基礎演習及び教科教材

開発演習を表す。履修方法については「【5]J専門教育科目の履修について」を参照すること0 ・印の科目に

ついては他課程の学生は受講できないことを表す。また、+印の科目については、本学卒業の単位にはなる

が、教員免許取得のための単位にはならないことを表す。

3)科目表の区別欄の「コJrエJrジ」は、それぞれ講義、演習、実験あるいは実習の授業形態を示す。

4)同一の授業科目で、同一年次の前学期、後学期に各 2単位ずつ(あるいは l単位ずつ)分けて開議されて

いる科目については、前学期、後学期の順に履修することを原則とする。

5) 科目区分に「その他Jと書かれてしも授業科目は、教育職員免許法上「教科又は教職に関する科目」に属

する科目である。
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(1)学校教育課程初等教育コース

分 科目区分 記
授業科目

区 単位 画E当 1年次

煩 A B c 号 別 必修選択年次 前 後

安国語〈書写圭含む，) コ 2 1後 ② 

*社会 ~ r 2 2後
初

宮崎算数 コ 2 2前
門等 教

教教 14 安理科 コ 2 2後

育育 尊

1 科 2 門 *生活 コ 2 2後

自 l 科 女音楽 コ 2 2後
ス 目

*図工 コ 2 2前
理事

*家庭 ~ r 2 2後

*体育 コ 2 2前

教終専門科目として修得すべき単位倣 18 

鞍臓の意著等 教職人門 コ 2 1後 ② 

教育本質檎 コ 2 2前
教育の

学校教育心理学 コ 2 2!lJ 
基礎理愉

教育制度論 コ 2 3後

教育醒程論 コ 2 2前

道徳教育論 コ 2 3前

特別活動論 コ 2 2後

教育の方法と揖術

I~教情材報の機:器及び 、、~ r 2 2後

*初等国語教育研虫 1 xr 1 3!lJ 

女初等国語教育研究E エ 1 3後

教 *初等社会科教育研究 I ヱ 1 3前

宵 *初等社会科教育研究E エ 1 3後
課 *算数教育研究 1 ヱ 1 3官官
担

*算数教育研究 E エ 1 3後初 及
等 教 日 *初等理科教育研究 I ヱ 1 3前
教 聡 9旨 *初等理科教育研究E エ 1 3後
育 尊

" I1 *生活科教育研究 コ 2 2前
コ 法

14 *初等音楽科教育研究 1 ヱ 1 3前

ス 自
*初等音楽科教育研究E ヱ 1 3後2 

専
*図工科教育研或 I ヱ 1 3前

門
教 *回工科教育研究n エ 1 3後

宵 *初等家庭科教育研究 i エ 1 3官官
14 *初等家庭科教育研究E エ 1 3後
目

*体育科教育研究 1 エ 1 3前

*体育科教育研究E ヱ 1 3後

生徒指"
生F増徒刷指b導線論 ~. ) コ 2 3後

教育相観及 教育相餓心理学
ぴ進路指" I~カ，.ウ書ン簡セ何リ檎ン怠グ"'*の. 、コ 2 3後

園小学校教育実習 I ジ 1 2前

教育実習
園小学校教育実習 E ジ 3 3前

-小学校教育実習E ジ 2 '!lJ 
園教育実習基礎研究 ジ 1 3前

教職実践清冒 教臓実践潰膏(幼小中高] ヱ 2 4傘

輔教

専科
門主 その他 -介盟休D ジ 1 1会 ① 
科 lま
目敏

修得すべき単位敏 " 
分類1)中学技教育コース(小学校教育副専攻刀ホ分頬 1から2教科計4単位苦遺択する.

関連:中学校教育コース(小学校教育副専攻)、

特別支綴教育コース

2年次 3年次 4年次
担当教員

前 後 前。後 前!後

山元，山図・塚本・中村(憧)

② 中村(周)回大平・中堀・成淑

② 藤井良宜

② 秋#山中林八ツ橋山北 有

② 生活科運営委員会

② 臨本・施本・浦田葛西・昔・朱定

② 大泉・大野

② 岡村篠席米村堀江

② 高橋(る)・松永・福図

教育・心理由協働センタ 教員

② 苅属国男

② 立元真

[@ 押図貴久

② 未定

② I 線木香子

@ 盛満弥生

@ 新地・竹内

① 中村(佳)・楢原

① 中村(佳)・楢原

① 見玉・吉村

① 見亙・吉村

① 添図・木根

① 議図・木祖

① 中山・野議

① 中山野io
② 生活科軍曹量員会

① 普朱定

① 菅未定

① 幸・樽島

① 幸・樽島

① 伊波・綴迂

① 伊波纏江

① :Ii・日高

① ー愉・日高

;@ 高橋高人

。② 佐藤容子

① 教育英官運営岳民会

@[ 教育実習運営量員会

②:  教育英官軍世聾員会

①;  竹内元

② 学校教育韓程全教員

介瞳等体駿活動運営書員会

分掴 2)逮 1 中学校教育コース〈小学校教育副専攻)1ホ*印の各教科の指導法のうち 6教科(ただし、音楽・図工・体育のうちの 2教科を含む)それぞれ2単位ずつ計 12単位

を修得する。

注2: r敏育実宮基礎研究」の畏m科目畳録Iま3年次前学期に、「敏宵実習し E、mJの受III科目畳録はそれぞれの置修年次に行う.

注3: r介E重体鹸」については‘ 212買および「小学校及び中学校の教酷の普通尭許状に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」を多照のこと.

珪4 圃印の科目l玄、学校教育醒程以外の学生は置修できない.
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分 科目E分 区 単位 配当 1年次 2年~ 3年;!I!. 4年~

類 記号 授業科目
~IJ 必瞳選択 前 桂 憧

担当教員
A B c 年次 前 桂 前 桂 前

b・ 教育学研究法 コ 2 1前 2 河原・線木・盛満・未定

b 学技と教員の歴史 コ 2 Z桂 2 河原国男

b 教育史演習 エ 3前 河席国男

b 教育社会学 コ 2 2前 2 盛満弥生

b 教育社会学漬習 エ 3前 盛満弥生

教 b 心理学講習 エ 1 11前 住藤容子

職 教育の
b 教育心理学演習 エ 1 11桂 1 佐藤:iE-=基礎理論

関 b 尭違心理学璃菅 エ 1桂 立z 真

す
b 教育心理学実験 1、ノ 1 12前 佐富藤橋((富正))・・来立定元・る

キヰ
b 教育心理学研究法 I 3前 富佐蔵橋((正富))・朱佐藤宜(容).立:n;'

目 ヱ

b 教育心理学研究法E ヱ 3桂 富佐蕗橋((正寓))・古朱藤宜(容)・立:n;'

b 教育方法学 コ 2 2前 2 未定

学
教育課程

b 教育方法学演官 エ 3前 未定
及び指導法

校
b 道徳教育論演官 エ 3前 椋木香子

教
育 教

基 科

礎 ま
3 副 た

尊 lま
攻 教

科 職 その他 b 心理統計法 コ 2 2桂 2 立元・高橋(高)・未定

目
関
す

る

科
目

b・ 心理検査法 コ 2 2前 2 住藤容子

b・ 臨床心理学漬官 I Zこ 2前 高橋高人

b・ 臨床心理学漬宮E ヱ 2桂 未定

楳宵内容(健鹿) コ 2 2桂 2 福田潤

保育内容(人間関儒) コ 2 3前 2 佳腫正一
幼

保育内容(IJ境) コ 2 2前 2 中山・嵩回・野添
稚 保育内容の

園 指導法 保育向容(言葉) コ 2 1桂 2 立z 真
教
育 保育向容(表現) コ 2 1桂 2 高橋(る)樺島

保育向容(造形表現} コ z 2前 z 樺島置干

幼児理解 幼児由理解と発達儲床 コ 2 2前 ② 立z 真

修得すべき単位数 2 14 

分類3) 注1 初等教育コース{学校教育基礎副専攻)は、 Hnの科目から置択腫修し、 10単位以よ修得する.

注2 ・印の科目は、本学卒業の単位にはなるが.教員免許取得のための単位にはならない.

注3 初等教育コース{学校教育基礎1'1専攻〉は、「保育向容の指導法Jから4単位以上‘および「幼児の理解と発達臨床Jの2単位を修得する.
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(2)学校教育課程中学校教育コース 関連 初等教育コース(中学校教育教科副専攻)

以下に中学校教育コースの専門教育科目を国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語、およびコース共通の教職専門

科目・教科または教職専門科目の順で掲載する。

分類
科目区分

記号 授業科目 別区
単位 配当 1年次 2年次 3年次 4年次

担当教員
A 日 。 必修 選択 年次 前|後 前|後 前|後 前|後

国語学 r(音声箇語及

* び文章表現に関するも コ 2 1前 ② 塚本泰造
のを含む。)

国語学 国語学E コ 2 1後 ② 塚本泰造

国語学皿 コ 2 2後 2 塚本泰造

国語学演習 I ヱ 2前 ① 塚本泰造

国語学演習E 工 3後 ① 塚本泰造

* 国文学講義 I コ 2 1前 ②| 山田利博

* 国文学講義E コ 2 1後 i② 未定

国文学講義E コ 2 2前 朱定

国文学講義lV コ 2 2後 山図柄l博

0* 国文学演習 I ヱ 1前 ① 未定

国文学 国文学演習 E 工 1後 ① 朱定

国文学演習E 工 2後 |① 山田利博

国文学演習W 工 1 E後 未定

4 国文学史 I コ 2 1前 ② 山田利博

@女 国文学史E コ 2 2前 ②! 未定

国文学史E コ 2 2後 !② 山田利博

* 漢文学 I コ 2 2前 ②| 山z 宣宏

漢文学
;童文学E コ 2 2後 山z 宜宏

漢文学演習 I エ 3前 ①| 山元章宏

漢文学演習 E エ 3後 山zEZ宏

書道 * 書写技法 工 1後 !① wn宣宏

書式技法 エ 3前 ① 山河宣宏

教科専門科目として修得すベき単位数 24 6 

ヲ台 中等国語教育研究 I コ 2 3前 ② 中村(佳)・楢原

教育課 ヲ貨 中等国語教育研究E コ 2 3後 ② 中村(佳)・猶原

程及ぴ 国語科授業研究 I コ 2 3前 ② 楢原義顕
指導法 # 国語授業基礎演習 エ 2前 ① i 山田・猶原

# 国語教材開発演習 エ E後 i① 中村(佳)・wn
修得すべき単位数 8 

分罰則違1 初等教育ヨースの教職尊門科目で中学校の国語を選択した学生は、#印の科目を置修する。

注2 初等教育田中学校教育コ ス(中学校教育国語副専攻)は、*印の科目すべてを含めて16単位以ょを修得する.

珪3: 0印は奇数年度、@は偶数年度に間輸される科目を表す.
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分類
科目区分 記

授業科目
区 単位 配当 1年:!JI. 2年:!JI. 3年;x 4年:!JI.

担当教員
A B c 号 別 必憧選択 年:!JI.前 主量 前 桂 前 撞 前 櫨

女日本の歴史と文化 コ 2 1前 ② 関 周 一

外国史 I コ 2 tl量 2 未定

* 外 国 史E コ 2 2前 ② 中堀博司

日本史概説 コ 2 2桂 ② 関眉ー

日本史
史料講読 エ 2前 中堀博司

外国史

日本史漬習 I ヱ 3前 関圏一

日本史溝官E ヱ 3桂 関周一

外国史演官 I エ 3前 中堀博司

外国史演官E エ 3桂 中堀博司

*地(地理誌学を概含論む。) コ 2 1桂 ② 来定

人文地理学概論 コ 2 2前 ② 未定

自然地理学概論 コ 2 2前 ② 大平明史

地理学 地誌宇 コ 2 2佳 ② 中村周作

教 経暑地理学 コ 2 3前 2 中村周作

科

専
地理学漬習 I エ 2前 中村(周)大平

門 地理学演習E エ 2桂 中村(周)大平

科 社会学原論 コ 2 2桂 ② 未定
!:t 目
金

社会学
*経苦学原愉

コ 2 2前 ② 金谷韓弘
干ヰ

経5奇学
専 社会学園経揖学講習 I エ 3前 戸島章替

5 門
社会学園経揖学講習E 3桂 戸島童苔韓 エ

育

14 法(国学際法を含む ) コ 2 1前 ② 成瀬トーマス蹴

目 法樟学 食政f聞治臨学時也広~ォ、，_)_ コ 2 1桂 ② 未定

政治学
法樟学園政治学演習 I エ 3前 成瀬トーマス鵠

法樺学政治学溝習E ヱ 3桂 成瀬トーマス蹄

* 哲 学 史 I コ 2 1桂 ② 柏葉武書

哲学史E コ 2 2前 2 未定

哲学 倫理学 コ 2 2桂 ② 柏葉武秀
倫理学

3佳 柏葉未定宗教学 思想史論陣 エ

哲学倫理学溝習 I エ 2憧 柏葉・未定

哲学園倫理学講官E エ 3前 相輩武書

教科専門科目として樺得すべき単位姐 26 4 

*中等社会科教育研究 I コ 2 3前 ② 見玉・吉村

教 中等社会科教育研究E

職 *1<地理歴史科教育を吉 コ 2 3桂 ② 見玉・吉村

専
教育課程

rl 及び
社公会科授業研究ー宮IむJ ② 見王・吉村指導法 コ 2 3前

手ヰ

目 #社会科授業基礎演習 エ 2前 ① 見玉・吉村

#社会科教材開尭演習 エ 2桂 ① 見玉・閑・吉村

修得すべき単位数 8 

分煩5)注1 初等教育ヨースの教職専門科目で中学校の社会を置択した学生i志、#印の科目を置修する.

注2 初等教育・中学校教育コース{中学校教育社会副専攻)は、*印の科目すべてを含めて 16単位以上を修得する.
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分 科目区分 記 匡 単位 配当 1 年~ 2年~ 3年1){ 4年:x
類 号

授業科目
~IJ 必惇選択 年1){ 前 桂 唱主 前 桂 前 桂

担当教員
A B c 前

*初等代世学 I ヨ 2 1前 ② 笹本洋

初等代曲学E コ 2 1桂 ② 谷 本 洋

拍車代散学 I エ 1 2撞 ① 笹 本 洋

代勤学 拍車代数学E エ 3前 ① 谷 本 洋

線型代勤学 I エ 1 2前 1 苔本洋

線型代数学E ヱ 1 3佳 醤本洋

代曲学特論 コ 2 4前 2 畠本洋

*微分・積分学 I ヱ 1前 ① 北直車

*微分・積分宇E エ 1 1桂 ① 北直車

解析学概論 I コ 2 2前 ② 北直車

解析学 解析学概論E コ 2 2桂 ② 北 直 畢

教
関数抽 ヱ 1 3前 北 直 畢

科 闘世方程式論 ヱ 1 3能 北 直 畢

専
解析学特論 コ 2 4前 2 北直事

門
散 14 *集合論 コ 2 1前 ② 未定
学 目

*幾何学入門 1桂 ② 未定14 コ 2

車 幾向学 I ヱ 1 2前 ① 未定
6 門

教 世何学 幾何学E エ 2桂 ① 未定

育 幾何学E
科

ヱ 3佳 1 未定

目 幾冊学町 エ 4前 朱定

織何学特措 コ 2 4桂 2 未定

*確串田統計学 I コ 2 2前 ② 勝井良宜

確率踊 確串・統計学E コ 2 2桂 ② 藤井良宜

統計学 応用統計学 I エ 3前 藤井良宜

応用統計学E ヱ 1 3桂 藤井良宜

女コンピュータ概論 コ 2 3前 ② 藤井良宜
コンピュータ

コンピュータj寛習 ① 藤井良宜ヱ 1 4前

教科専門科目として怯樽すべき単位酷 25 5 

*散学教育研究 I コ 2 3前 ② 濡回世伸
教

*融学教育研究E 3桂 ② 木祖主税職
教育課程

コ 2
専

ll.t! 教学科授章研究 I コ 2 3前 ② 木祖主税門
科 指導法

#数学科授聾基礎車習 ヱ 2前 ① 語回・木祖
目

#勤学科教材開量壇冒 ヱ 2桂 ① 木担・'G本

修得すべき単位散 8 

分類6)珪1 初等教育コースの教職専門科目で中学校の数学を遭択した学生1，.#印の科目を置修する.

蓮2 初等教育・中学技教育コ ス{中学校教育数学副専攻)1ま.*印の科目すべてを含めて 16単位以上を修得する.
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分 科目区分 記 区 単位 E当 1年'" 2年'" 3年虫 4年'"

頚 号
担華科目

即l 担当教員
A B c 必修選択 年'" 前 桂 前 桂 前 桂 前 桂

オk 物理学概論 I コ 2 1桂 ② 耽山田下村

物理学概踊 E コ 2 2前 ② 枇山田下村

物理学調官 I ヱ 3前 1 枇山田下村

物理学 拍車学潰官 E ヱ 1 3憧 1 軌山田下村

白眼科学帽踊 コ ， I 1前 2 融山田中林

理科セミナーA エ 1 3前 ① 枇山・下村

物理監学講習 エ 1 1前 ① 下村・有井

物理学基礎実験 1(コ
食 ンピュータ活用幸吉 ジ 1 1桂 ① 枇山・下村

む。)

物理学翼験 物理学基礎実融n(コ
ンピュータ活用を吉 ジ 1 2前 ① 枇山・下村
む。)

中等理科翼験 I Jノ.， 1 3前 枇山・下村

* 化学機軸 I コ 2 1桂 ② 中林・有弁

化学概輔E コ 2 2桂 ② 中林・有勢

化学 化学温習 I ヱ 1 3前 1 中林・有弁

t学温習 E エ 1 3桂 1 中林・有井

理科セミナーB エ 3桂 ① 中林・有井

* 
化学基礎実験 1(コン γ .， 1桂 ① 中林・有井

教 ピュータ活用を吉む.) 

手ヰ
化学実験

尊 化学基礎実験n(コン
門 ピュータ活用を吉む.) 

γ .， 2前 ① 中林目有井

理
年ヰ

ヰヰ
目 中等理科実験E ン‘ 3桂 1 中林'有弁

司E 9町 生物学概論 I コ 2 1前 ② 八ツ橋・酉田

7 
門

教
生物学概踊 E コ 2 2佳 ② 八ツ楠酉図

育 生物学 生物学温晋 I ヱ 3前 1 八ツ措置子
科
目 生物学講習 E エ 1 3桂 1 西国体

理軒セミナーc エ 1 4前 ① 八ツ帽・西図

生物学基礎実睦 1(コ

* |ンむピ._)ユータ活用を古
;ノ. 1 1前 ① 八ツ構西国

生物学実睦
生物学基礎実験n(コ

|ンむピ。)ユータ活用を含 ジ 1 2桂 ① 八ツ桶・酉田

ー旨
地学概論 I コ 2 1前 ② 山北聡

地学概論 E コ 2 2前 ② 未定

地学 地学調官 I エ 1 3附 1 山北聡

地学，宵宮 E エ 1 3桂 未定

白眼科学符抽 コ 2 4桂 ② 山北聡

* 
地学基礎実験 1(コン

?ソ" 1 1前 ① 山北聡
ピュータ活用を吉む。)

地学実験

地学基礎実験n(コン
γ 1 2桂 ① 未定

ピュータ活用を吉む。)

教科専門科目として棒帽すべき単位融 30 

* 中等理科教育研究 I コ 2 3前 ② 中山田野講
教

* 中等理科教育研宜E コ 2 3桂 ② 中山田野語
臓

専 教育課程 理科授業研宜 I コ 2 3前 ② 中山・野車
門 及び
続 指導法 #理科授業基礎粛官 エ 1 2前 ① 中山・野君
自

中北山・野・軌兎山中林・八ツ楠山#理科教材開尭薗官 エ 1 2桂 ① 

棒揮すべき単位数 8 

分類7)珪1 初等教育コ スの教職尊門羽田で中学伎の理科を置択した学生は、#印の科目を履修する.

珪2 初等教育・中学校教育コ ス(中学校教育理科副専攻)1立、*印の科目すべてを含めて簡単位以上を修得する.
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分 科目匡分 記 巨 単位 配当 1年虫 2年~ 3年~ 4年;jz

類 号
授業科目

別 桂
担当教員

A B c 必悼選択年;jz前 前 桂 前 桂 前 桂

肯ソJレフェージュ ~ 1前 ① 阪本幹子
ソルフエージュ

*ソルフzージュ演習 エ 1桂 ① 阪本幹子

会声車概論 コ E 1前 ② 藤本い〈代

女基礎声車 2、~ 1桂 ① 蕗本いく代

声楽 I

:1;宮日む本1の)伝統的歌唱を
1‘ ノ 2前 ① 藤本いく代

声車 声車E 〉‘・， 2桂 ① 藤本いく代

jti車E 1‘ノ・ 3前 藤本いく代

*合唱 I ~、; 2前 ① 藤本いく代

合唱E 〉‘・， 2桂 ① 藤本いく代

合唱指導法 コ 2 3前 2 藤本いく代

*鍵盤畢器相論 コ 2 1前 ② 葛西阪本
教

① 科 会基礎ピアノ ν 、. 1桂 葛西阪本

専

rl 
女ピアノ I Jュ・; 2前 ① 葛西・阪本

音 科 ピアノE ~ 2桂 ① 葛西・阪本

楽
目

器畢 ピアノE 1、; 3前 葛西・阪本

科
*伴轟法 エ 2前 ① 葛西軍憧

専

8 門 器車吉署指導法
2 2桂 ② 未定

*1(和書器を吉む。) コ
教
宵 総合器車古書演習 I ヱ 3前 浦 雄 一
科

総合器車古書演習E 2佳 j甫雄一
目

コこ

指揮法 *指揮法 エ 2桂 ① 浦雄一

*作曲法(編曲;去を含む。)エ 3前 ① 浦雄一

オ音楽史 I コ 2 1桂 ② 未定

音書虫E
音車理論等

安(諸日島本旗町音伝書統を音含書む且zぴ) 
コ 2 2前 ② 未定

音車史E コ 2 3桂 2 浦雄一

音諜表現論 Zこ 2 3全 ② 葛西薦本阪本・j甫

教科専門科目として惇博すべき単位数 25 5 

*中寄音車科教育研究 I コ 2 3前 ② 菅・未定

敏 *中等音楽科教育研究E コ 2 3桂 ② 菅・朱定
司‘ 教育課程
司馬

及び
音車科授業研究 I コ 2 a前 ② 菅・未定

r， 
指導法 菅阪本葛・西浦・・藤来本宜科 #音豊科授業基礎遣官 エ 2前 ① 

自

#音書科教材開尭演習 エ 2桂 ① 
菅，葛西，藤本

阪本浦朱定

修得すべき単位数 8 

分煩.)注1 初等教育コースの教職専門羽目で中学校の音楽を選択した学生l玄、#印の科目を履修する。

注2 初等教育コース(中学校教育音業副専攻)1立、*印の科目に加えて、女印の科目も軍択置修することが望ましい.

珪3 中学校教育コース[中学校教育音楽副専攻)1弘安印の科目すべてを含めて 16単位以上を修得する。
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分 科目区分 記 区 単位 配当 1年次 2年;j( 3年次 4年'd!.

類 号
授業科目

用l
担当教員

A B 。 必憧選択空手:担 前 桂 前 担k 前 t量 前 盈

絵画車現 I

*1<オ映?内樺)メディア車現を吉 コ z 1前 ② 大車佳広

絵画表現ITI素描 エ 1佳 ① 大果憧広

絵画 絵画壇現E ヱ 2前 ① 大泉憧広

絵画査現W エ 2佳 ① 大黒憧広

絵薗賓現V ヱ 3桂 大車住広

絵画量現VI エ 4前 大泉憧広

女/Ii盟聾現 I コ 2 1前 ② 大野匠

/Ii型査現E エ 1桂 ① 大野匠

彫刻 彫盟韮現E エ 2前 ① 大野匠

彫盟畢現W エ 3前 大野匠

教
彫型車現V エ 3撞 大野匠

科 デザイン I

専 *Ijむ映。憧1メディア唖現を吉 コ 2 1前 ② 大車佳広

門

葺 科 デザイン デザインE エ 1桂 ① 大泉憧広

術
目

デザインE 2佳 ① 棒島畳子エ
科

デザインW 3前 棒島量子専 ヱ

9 門
教

女工芸車現 I コ 2 1前 ② 大野医

宵 工芸墨現E エ 1桂 ① 大野匠

科 工芸 工芸査現E ヱ 2前 ① 大野匠
目

素材研究 I エ 3前 大野匠

素材研究E エ 3桂 大野匠

葺術鑑賞基礎

*1<鑑賞、の日藁本術伝を統宮美む術1、 コ 2 1桂 ② 石川千住干

アジア ) 
華街理論

*葺術理論 I コ 2 2前 ② 石川平憧子
畏術史

美術理論E コ 2 2桂 2 石川干佳子

華街理論E コ 2 3桂 2 石川平桂子

教科専門科目として惟得すべき単世数 21 9 

*華街科教育研究 I コ 2 3前 ② 幸田樟島

教 *葺冊科教育研究E コ 2 3桂 ② 幸田樺島
司‘ 教育課程
尊

及び
葺術科慢畢研究 I コ E 3前 ② 幸 様 島

円
指導法 #1捜図工輩基・葺礎桁溝科冒科 エ 2前 ① 樺島・大泉・大野

目
図工・華街科

#教材開量演習 エ 2桂 ① 幸石川梅島

修得すべき単位数 8 

分類 9)珪1 初等教育コースの敏線専門利目で中学校の美術を軍叙した学生l弘#印の科目を置修する.

珪Z 初等教育・中学校教育コース(中学校教育美術副専攻)1志、*聞の科目すべてを含めて簡単位以上を修得する.
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分 科目区分 記 区 単位 配当 1年次 2年次 3年次 4年次

類 号
授業科目

別 桂 後
担当教員

A B 。 必修選択 年次 前 前 後 前 前 後

4区 体育学基礎
コ 2 1後 ② 未定(体育原還を吉む。)

体「体育育心原理理学・I 

f体位育宮学山I躍堂葬会わ } エ 2前 ① 葺泉寺尚

体育学E体省経営管理
学・体育社会 (す体、民育1経営管理学を吉 エ 2前 ① 目高正博

学J及び運動
学

体(体育育学社E会盟本会才、 、エ 2前 ① 未定

* 運(i軍動首前学官接盟事会E打 、コ 2 1後 ② 三輪佳見

生理学 * (生運理動学生理学巷含む-) コ 2 1前 ② 松永智

衛生学 * 衛生公衆衛生学 コ 2 2後 ② 福田 j閏

* 学校保健 コ 2 1前 ② 福田潤
学校保健

学校保健実習 ② 福田潤1、:; 2 3後

4注 体(陸育上実積技相 I 吋、 、 ν ‘ 1前 ① 秦泉寺尚

教
体<7k育I1i1;英警技合むE 1 〉‘， ① 来定執 女@ 1前

専
体(鼎育措実置技動E参合計‘】 ① 三輪佳見

保 門 オk yιJ 、. 1前

健 年4
体'f育ン実ス技安含J!Iむ 、 エ‘， 1後 ① 高橋るみ子

体
自 也定

宵 女。 体育実技V 三白:; 1後 ① 松 永 智
科

10 専 食。 体育実技VI 〉、， 1後 ① 松永智
r~ 
教

安0体育実技VII 1、~ 1後 ① 秦皐寺 尚
育 体育実技
科 会。 体e 育英技会mわJ -:; 1後 ① 来定
目

食。 体育実技医 2、~ 1 1後 ① 来定

実技指導法 I ヱ 2前 ① 藁皐寺 尚

実技指導法E ヱ 2前 ① 高橋るみ子

実技指導法E ヱ 1 3前 ① 松永智

実技指導法N エ 3前 ① 未定

実技指導法V エ 2前 ① z輪佳見

実技指導法VI ヱ 1 3後 ① 松永智

教科専門科目として修得すべき単位数 30 

4町 保健体育科教育研究 I コ 2 3前 ② 三輪・日高

教

* 保健体育科教宵研究宜 コ z 3後 ② =輪・目高
職 教育課程
司島

及び
保健体育科授業研究 I コ 2 3前 ② 日高正博

門
指導法 I!!笠宮E盟国科 # エ 1 2前 ① =輸・日高・福田

目

# |教保健材体開育発科演習 エ 2後 ① 高日橋高(・る福)・田一輪・

修得すべき単位数 8 

分類 1ω;苫1 初等教育コースの教線専門科目で中学校の保健体育を置訳した学生は、#印の科目を履修する。

注2 初等教育・中学校教育ヨース(中学校教育保健体育即専攻)1;1:.*印の科目を必修とし.さらに女印の体育実控から2科目を選択すること.

注3 0印1ま奇数年度、@印lま偶数年度に問自障される科目を表す.
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分 科目区分 記 単位 配当 1年;j( 2年次 3年虫 4年次

類 号
授業科目 区別 担当教員

A B G 必修 選択 年次 前 佳 前 桂 前 控 前 桂

*Ie木製材図加及工び学実概習論を吉む ) ヱ 2 1前 ② 蘇元喜安

木材加工
木材加工実習法 コ 2 3前 ② 路z 嘉宏

木材加工実習 :、ノ. 2桂 ① 藤z 嘉宏

0木材加工学演習 ヱ 1 13撞 藤z 嘉安

*金(製属図加及工び法望 コ 2 2前 ② 未定

金属加工
金属加工実官 γ 、. 2桂 ① 未定

O金属材料学 コ 2 1憧 ② 未定

基礎製図 :‘ ノ 1前 藤z 嘉安

*Ii機実械習学を概吉論む ) コ 2 1前 ② 未定

機操
O内燃機関 コ 2 1控 ② 未定

也機械学実習 ン、. 2桂 ① 来定

材料力学 コ 2 4前 2 '"定
教

*1;電実気習宇を概吉論む } 科 コ 2 1前 ② 揚地敏史
専

rl 電干・電気工学 コ 2 2前 ② 揖地敏史

技 14 電気 電気工作実習 :、ノ. 2控 ① 湯地敏史
術 目
科 0電気回路演習 工 3桂 揚地敏史
専

@電気応用実験 三、; 1 13桂 湯地敏史
11 rl 

教 川1<栽実培習宇を概宮論む ) コ 2 1桂 ② 性野順一
育

科 農場実習 1、ノ. 3前 ① 佐野順一
目

栽培 栽培学基礎実験 ン‘ 2桂 ① 佐野順一

植物遺伝育種学 コ 2 2前 2 佐野順一

栽培学演習 工 3前 佐野順一

サk
情報処理学

コ 2 2桂 ② 未定
(実官を吉む.) 

情報とコン 情報科学概論 コ 2 2前 ② 未定

ピュータ 情報科学実習 :、ノ. 3前 ① 未定

@ 情報技術基礎 コ 2 3佳 2 未定

職業指導 職輩指導 コ 2 2前 2 未定

教科専門科目として憧得すべき単位数 29 

*技師科教育研克 I コ 2 3前 ② 藤z 高責
教

覇地敏史職
教育課程

安技術科教育研究E コ 2 3桂 ② 
専
円 及び 技師科侵業研究 I コ 2 3前 ② 藤z・揚地

14 指導法
#技術科授業基健演習 工 2前 ① 揚地敏史

目

#技桁科教材開発演習 工 2控 ① 揖地・佐野

修得すべき単位数 8 

分類 11)注1 初等教育ヨースの教職専門科目で中学校の掠術苦選択した学生{立、#印の科目を腫修する.

注2 初等教育田中学校教育ヨース(中学校教育技術1'1専攻)は.*印の科目すべてを含めて 16単位以上を修得する.

注3 高等学校「工業Jの免許を取得する場合は、「職業街場Jおよび「エ薬科教育法(分照 18)Jの単位を修得しなければならない.

珪4:0印は奇数年度、⑥印は偶数年度に開院される科目を表す.
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分 科目区分 記 匪 単位 配当 1年次 2年~ 3年次 4年;~

類 号
授章科目

~IJ 
担当教員

A B c 必催選択年次 前 桂 前 桂 前 桂 前 佳

軍庭経営学

*I(軍族関係学及び コ 2 1前 ② 未定

軍庭経済学を吉む。)

軍族生活学 コ 2 1桂 ② 未定

家庭経営学 軍庭管理学 コ 2 2前 ② 来定

軍庭経営学実習 3、ノ. 2後 未定

軍庭管理学実験 ユ、; 3前 未定

軍族生活字講習 工 3後 未定

被服学

*1<む被n服)製作実習を吉 コ 2 1前 ② 岡村好美

被服学実習 I ジ 2 2前 ② 岡村好葺

被服学 被服学実習 E ν 、. 2桂 岡村好葺

被服材料学 コ 2 1後 ② 岡村好葺

被服学実験 ン、. 3前 岡村好葺

被服学演習 工 3桂 岡村好葺

教 宣物学

車ヰ *I(調草理葺1学・金品学及び コ 2 1後 ② 篠原久枝

専 む)

門 車聾の生活科学 コ 2 2前 ② 篠原久枝

軍 科 童物学
*調理学実習 ジ 2 1前 ② 篠原弘枝庭 目

科 @宝物学演習 工 3桂 篠原弘枝
専

12 rl 自宣物学実験 y 町" 3桂 篠原弘枝

教
*住居学(製図を吉む。) コ 2 1前 ② 米村敦子

宵

キヰ 設計製図実習 ジ 2 1憧 ② 米村敦子

目 住居学実験 1‘ ノ 2前 米村敦子
住居学

居住福祉論 コ 2 2櫨 ② 米村敦子

住居学演習 エ 3前 米村敦子

住宅計画実習 ::; 3佳 米村敦子

保育学

*I(宮実む習及}び寧庭看謹を コ 2 2前 ② 篠原久枝

惇育学
子ども生活論 工 2桂 篠原弘枝

0保育学演習 エ 3桂 篠原久枝

害庭機電械気 0軍庭電気・機械 ヱ 2佳 揚地敏史・車定

情報処理 情報処理学 コ 2 2桂 2 未定

教科専門科目として暢揮すべき単位融 26 4 

*中等軍庭科教育研究 Iコ 2 3前 ② 伊誼富久義
教

ヲ街中等軍庭科教育研究 E 3撞 ② 堀江さおり職
教育課程

コ 2
尊

及び 軍庭科授聾研究 I コ 2 3前 ② 堀江さおり
門
科 指導;去

#軍庭科授業基礎演習 工 1 2前 ① 伊誼堀江
目

#軍庭科教材開発演習 エ 1 2桂 ① 岡村・篠原・米村・堀江未定

修得すべき単位数 8 

分照 12)注1 初等教育コースの教膿専門科目で中学校の家庭を選択した学生1玄、林印の科目を置修する.

注2 初等敏育中学鋭敏宵コース(中学校教育費R直劃専攻}は、*印の科目すべてを含めて簡単位以上告修得する.

珪3 高等学校「家庭科Jの免許を取得する場合は、「家庭電気・機械」および「情報処理学」の計3単位を修得しなければならない.

注4 0印は奇数年度、@印は偶数年度に聞概される科目を表す.
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分 科目区分 .， 区 単也 担当 1年"/JI. 2年;;z 3年次 4年"/JI.

類 号
綬業科目

即l必棲選択年"/JI.前 佳 前 櫨 桂 前 佳
担当教員

A B G 前

* 英文読解・査現法 エ 2 1前 ② 南太一郎

* 英語学概舗 コ 2 1桂 ② 村端五郎

英語学演習 I エ 2 2前 ② 南太一郎
英語学

英語学演習 E 2桂 ② エ 2 村端 E郎

英語学演習E 工 3前 ① 村端五郎

英語学演宮町 エ 3桂 武方壮一

* 米文学読解法基礎 ヱ 1前 ① 井崎;告

* 英文学読解法基礎 エ 1桂 ① 新名桂子

英文学概論 コ 2 1前 ② 新名桂子

米文学概論 コ 2 1佳 ② 来定
葺米文学

英文学読解法 ① 
教 * エ 2前 未定

科 ヲ貨 米文学読解法 エ 2桂 ① 弁崎;告

専
米文学演官 エ 2 3前 ② 井崎浩

門
英 科 英文学演習 ヱ 3控 ① 新名桂子
E喜 目

口語英語 I 1前 ① $1ニエルコーツ科 エ

尊 口語英信E 工 1控 1(1) ずニヱル・コーツ
13 Fう

教 口語英語E エ 2桂 ① ザニエルコーツ

育 口笛英信W
科

工 3前 ゲニエル・コーツ

目 畏陪コミュニ * 英語聴解法 I 工 1前 ① 古fニエルコーツ

ケーション
英首聴解法E エ 1桂 ① $1二エルコーツ

オk 英文構成法 I 工 2前 ① ずニエル・コーツ

英文構成法E エ 2桂 ① ダニエルコーツ

英語論文作法 工 3撞 ① うfニZル・コーツ

英語プレゼンテーシヨン エ 4前 ゲニエルコーツ

異文化理解 * 異文化理解 コ 2 4桂 ② うfニエル・コーツ

教科専門科目として憧得すべき単位数 30 

* 英話科教育研究 I コ 2 3前 ② 7告fチ・未定
教

英語科教育研究 E ② 総 教育課程 * コ 2 3佳 ア智子・未定

専
門 及び 英話科授業研究 I コ 2 3前 ② アダチ・未定

科 指導法
# 英語科授業基礎演習 エ 2前 ① アゲチ・村端・未定

目

# 英跨科教材開発演習 工 2桂 ① 7$1チ・井崎新名・未定

修得すべき単位数 B 

分煩 131注1 初等教育2 スの教職専門科目で中学校の英語を理択した学生i主、#印の科目を履修する.

注2 初等教育中学校教育コース{中学校教育英語副専攻)は.*印の科目すべてを含めて簡単位以上を修得する.

珪 3 中学校「英語Jの免許を取得する場合は、注2に加えて「英文学級輸」及び「米文学概治Jの計4単位も併せて修得しなければならない.
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(3)中学校教育コース教職専門科目・教科または教職専門科目

分類
科目区分

授業科目
単怯 l 配当 1 年~ 2年~ 3年~ 4年~

担当教員
A B 。 以総:切卸|年担 前桂 |前!桂 前佳 前控

多9'-蜂n、喧缶・ー 教職入門 |コ z 11龍 ② |教育・心理・ t員

教育本質輪 2 2前 I<i) i |河眉国男
教育の

学校教育心理学 |コ 2 2前 l ② j |佐蕗正ニ
基礎理論

事誕宵制度踊 !コ 2 13桂 ② |押回貴且

事え同信.. ，民面開 |コ 2 
1
2前 |②! |朱定

道檀教育論 2 13前 |② |空宇香子
中 教育課程及

特別活動論 |コ 2 2世 i② |盛満弥生学 び指導法
校

自叶盤(生進主官並育徒報路旦の指機指孟方導器a法恩概安及主と論含び技主む師主"斗) 
|新地・竹内教 教 |コ 2韓 ② 

宵 職

コ 専
!コ 2 3桂 ② |未定

門 生徒指導、

14 ス 科 教育相談且
l教ン雄セ育脊リ含相ンむ談ゲ"心の〕理基学礎(的カ知ウ車 目 び進路指導 2 3佳 ② |未定

門
教
育 圃 E学校教育実習 I 2前 ① 運営量員会

科
目

教育実官 圃 弔問国 E 3 3前 ③ |教育実官運営垂員全

圃 l学校教育実習E 2 i型 |② f運営垂員会

• |現宵 13前 ① |竹内元

!I幼小中高) |エ 2 14全 ② |学校教育課程全軸員

|叫機耳障円相!時目 その他 • |介措依曲 1全 ① 介護等体験活動量古書員会

修得す， 30 

分類 14)走， r教育実習基礎研究Jの畳繊科目曇録は3年次前学期に、f教育実習し n.mJの呈繍科目畳録はそれぞれの置修年次に行う.

注2 : r介語体験Jについては、 212頁および「小学技且ぴ中学校の教愉の普通免許状に係る教育職員免許法の特例等に聞する法律Jを多聞のこと.

珪:3: .印の科目は、学校教育醒程以外の学生は置修できない.
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(4)特別支援教育コース

分 科目匡分 記 区 単位 配当 1年次 2年;;: 3年;;: 4年次

類 号
授業科目

目 挫 桂
担当教員

A B c 必悟選択年;;:前 後 前 前 桂 前

基
礎

障害児教育学総論 コ 2 1桂 ② 木村華子
理
論

知的障害者の心理 コ 2 1前 ② 戸ケ崎章子

知的障目病害理者の
生理

コ 2 1前 ② 中 井 靖

心理、生理
肢体不'生自理由・者病理の コ 2 2前 ② 戸ヶ崎目中井

及び病理 山理

|病病弱理者の心理生理 コ 2 2桂 ② 戸ヶ崎目中井

特
別 障害児アセスメント コ 2 11能 2 戸ケ崎畢子

特 主
知的陣害児教育 コ 2 13前 2 Pケ崎畢干

~II 
揖

主
教 肢体不自由児教育 コ 2 2桂 ② 木村・中井
育

揖 盟 教育課器及
病弱児教育 コ 2 3前 ② 木村華子

教 繊 び指導法
宵 障害児教育課程 コ 2 12前 2 木村棄干
コ 聞

す 特別主揖学級経宮 コ 2 13桂 2 木村素子
15 ス る

専 科 コニ 2 13前 2 

門 目
A 障害児指導法A 木村章子

エ 2 13桂 2 
教

心理‘生理
宵

及び病理・教 エ 2 13前 2 
科 宵課程及び

A 障害児指導法B 中 井 靖

巨 指導法
ヱ 2 13桂 2 

2こ 2 13前 2 
ム 障害児指導法G 戸ケ崎奉子

2ニ 2 13桂 2 

1=よ 学習障害児指導 コ 2 2前 ② 戸ヶ崎畢子
ー記
間 以 心理、生理

重複障害児指導 3桂 ② 中 井 靖
す 外 及び病患・教 コ 2 

るの 宵課程及び 視覚障害教育総論 コ 3前 ① 朱定
科桶 指導法

回線 聴覚障害教育総論 コ 3桂 ① 木村・中井

教 圃 特別主撞学校観察実習 2、; 2全 通年① 教育喪官運営霊員会育
5健

圃 特別主撞学校教育実習 シ‘. 2 4前 ② 教育実官運営垂員会習

修得すべき単位数 23 7 

分類 15)注1 : r特別宜揖学校観察実官Jの呈II!科目霊堂録は2年次前学羽田に、「特別主揖学校教育実習Jの受講科目畳録Iま4年次前学期に行う.

注2 '"印の科目は.前後学期 2単位ずつ(計4単位)軍択必修である.

注3 圃印の科目1;.学後敏育課程以外の学生は盟修できない。

-209ー



(5)学校教育課程共通教職選択(必修)科目

分 科目区分 !e 
授業科目

区 単位 配当 1年次 2年次 3年次 4年次
担当教員

類 A B 。 号 別 必修選択年次 前 後 前 後 前 後 前 桂

選
教 自然科学体験学習〔注1) コニ 2前 学校教育臨程会教員

択課
科

保教育福祉体験学習(注2) コニ 2前 学校教育醒程全教員

必程
又 教育フィールド

修共
I~ 体験(1科目選 幼教育福祉体験学習(注2)エ 2前 学校教育課程全教員

科教 択必修)
科通

目聴
地域教育体験学習 エ 2前 学校教育課程全教員

16 目
学校教育体験学習 エ 2前 学校教育醒程会教員

u村通必E緯寒
関

特別支援教育(注3) コ 2 2後 ② 戸ケ崎・木村・中井
す

その他
目修共 る 人権問和教育 コ 2 3後 ② 椋木・関

修得すべき単位数 4 

教育の基礎
b学校と教員の歴史 コ 2 2後 2 河原因男

理論{幼小中 発達心理学 コ 2 1前 2 立z 真
高免許周)

b教育社会学 2 2前 2 盛満弥生コ

教育課程及 b教育方法学 コ 2 2前 2 未定

ぴ指導法
教育情報科学 I コ 2 2前 2 新地辰朗

(幼小中高免許
用〉 教育情報科学E コ 2 2後 2 新地辰朗

※国語科授業研究 I コ 2 3前 2 楢原義顕

※社会科授業門究 1(公民 コ 2 3前 2 児玉吉村

※数学科授業研究 I コ 2 3前 2 木根主税

課
※理科授業研究 I コ 2 3前 2 中山・野添

程 教 ※音楽科授業研究 I コ 2 3前 2 菅・未定

共 職
※美術科授業研究 I コ 2 3前 2 幸・樺島

通
教 関 ※保健体育科操車研究 I コ 2 3前 2 日高正博

17 
職 す
選 る

※技術科授業研究 I コ 2 3前 2 藤z・湯地

択 ヰヰ ※軍庭科授業研究 I コ 2 3前 2 堀江さおり
科 自 教育課程且 ※英語科接叢研究 I 2 3前 2 伊勢野薫
目 び指導法(中

コ

高免許悶) 国語科授業研究E コ 2 3後 2 中村佳文

社会科操業研究E コ 2 3後 2 見玉・吉村

数学科授業研究E コ 2 3後 2 添田佳伸

理科授業研究E コ 2 3後 2 中山・野添

音楽科授業研究E コ 2 3後 2 菅・未定

美術科授業研究E コ 2 3後 2 幸・樺島

保健体育科授業研究E コ 2 3後 2 日高 E博

技術科授業研究耳 コ 2 3後 2 佐野 l噴ー

家庭科授業研究 E コ 2 3後 2 伊 波 富5正義

英語科授業研究 E コ 2 3後 2 7'f:チ・未定

分類 16)珪1 r自然・科学体験学習J圭腫修する場合は、後学期間講の「自然体践学習(所定外 1単位)Jを合わせて車修することが望ましい.

珪Z 教育緬祉体験学習の記号欄の「保JIまr保育所コースム『幼」は「幼稚園コース」在意味する。

注3 特別主媛教育コースの学生1弘この鴎穫の盟修は不要.

分類17)珪1 ※印の科目は、初等教育ヨース・特別支揖教育コ スの場合、 [15J専門教育科目の車修について]の「教職専門科目JIこ践当するものについては.それぞれのコ

ースの必修科目として単位毘宣される.また.中学校教育コースの場合、 [[5J専門教育科目の置修について1の「教職専門科目』に該当するものについては、中

学校教育コースの必修科目として単位認定される.

生2， t印の科目l玄、初等教育コース学校教宵基礎劃専攻の場合.副専攻科目として単位担宣される.



分 科目区分 s2 匡 単位 配当 1年'" 2年次 3年'" 4年'"

類 号
鰻業科目

別必修
担当教員

A B 。 選択 年虫 前 桂 前 桂 前 後 前 桂

盟国語授業基礎演習 コニ 1 2前 1 山田・楢原

諸国語教材開発車習 ヨニ 1 2後 1 中村(佳ト山z

出社会科授業基礎演習 2ニ 1 2前 1 見主・吉村

出社会科教材開発演習 ヨニ 2桂 1 見玉・関・吉村

員長数学科授業基礎演習 2ニ 2前 1 添田・木祖

出数学科教材開発調官 ヨこ 1 2後 木根・谷本

来理科綬築基礎演習 コ二 1 2前 1 中山・野添

出理科教材開発車習 ヨこ 1 2桂 1 中山・秋軒山濯・中林・八ツ構・
山北

提音楽科授業基礎璃習 ヨ二 1 2前 1 菅葛西藤本・阪本・;浦・未定

諜音楽科教材開発演習 コニ 1 2桂 1 菅・葛西・藤本・阪本・浦・朱定

※図工美術科鰻業基礎漬習 2こ 1 2前 1 樺島・大泉・大野

出国エ・轟術科教材開発講習 コニ 1 2後 1 幸右川樺島
1 

器保健体育科操業基礎演習 コ= 1 2前 ニ軸・日高・福田

来保健体育科教材開発演習 コニ 1 2後 1 高橋(る}・z輔・日高・福田

教育課程且
※技術科便業基礎車官 ヨこ 1 2前 1 車地敏史教

び高指免導許法用(中) 聴 諜技楠科教材開艶演習 コニ 1 2憧 1 場地・佐野

課 関 出家庭科様策基礎漬習 コニ 1 2前 1 伊波・堀江

翠 す
共 る

出家庭科教材開量演習 コこ 1 2桂 1 岡村・篠原・米村堀江未定

通 手4 出英語科授業基礎清宮 コニ 1 2前 1 ア'.1チ・村端・未定

教 目 来英語科教材開発演習 2ニ 1 2後 1 アダチ井崎新名・未定
17 聴

選 国語教育漬習 コニ 1 3前 1 柑原穣顕

択
社会科教育演習 コ二 1 3前 1 見王・吉村

科

目 数学教育璃習 Zこ 1 3前 1 添田佳悼

理科教育演習 ヨこ 1 3前 1 中山ー野添

音楽科教育摘官 ヨE 1 3前 1 菅・米定

葺術科教育演習 ヨニ 1 3前 1 幸・樺島

標値体育科教育調官 ヨニ 1 3前 1 ニ軸佳見

技術科教育演習 コL 1 3後 1 佐野・理地

家庭科教育演官 2こ 3佳 堀江・伊波

英語科教育演習 2二 1 3前 1 アダチ未定

生相徒政1.及導び.進敏路育
生徒指導論 コ 2 2後 2 椋木骨子指揮('1、中高免

併用}

生相徒政指、2揮ゑび司教進育路
臨床心理学 コ 2 2前 2 未定指導{幼小中高

免許用}

-行動車容学 コ 2 2後 2 佐藤正一

す・R・a その他 小学校外国語活動 コ 2 2桂 2 アダチ・朱定
る健科

H に Z
(幼小中高免許

中林山北西国・執山目聞は 同) 環墳教育 コ 2 3前 2 

す.
その他

。初等理科実験A :; 1 3前 秋山八ツ橋.制

"に (小免許用) @ 初等理科実融B ν ・ 1 3後 1 中林・山北目聞

惜得すべき単位数 4 

分類 17)珪， 0印は奇数年度@印は偶数年度に開講される科目を表す.

珪2 ・印の科目lま本学卒業の単位にはなるが、教員免官持取得の単位にはならないことを表す.

注3 ※印の科目は、初等教育コース・特別主蝿教育ヨースの犠合、[【5]専門教育科目の履修について]の「教職専門科目J(こ政当するものについては、それぞれのヨ

ースの必修制固として単位阻宣される.また、中学校教育ヨースの渇合.[[5]専門教育科目の置修について]のf教職専門科目Jに該当するものについては、中

学校教育コ スの必修科目として単位盟宣される.



(6)地理歴史・公民・工業に関する教科教育法科目

分 科目匡分 ta 匡 単位 配当 1年次 2年次 3年次 4年次

額 号
授業科目

~IJ 前 i後 前 j佳
担当教員

A B c 必悼選択年次 前 笹 前 桂

教 地理歴史科教育法 コ 2 3前 ②。 児玉憧

18 
科職 教育醒程及び

公民科教育法 コ 2 3桂 i (吾 吉村功太郎
目車 指事法

r， @ 工業科教育法 コ 4 2全 4 揚地敏史

分傾 18)草， 218頁のr(4)高等学校教抽普通免許状追加取得の方法jを多照のζと.

注2 @印lま偶数年度に開割略される科目を表す.

【7]体験活動および教育実習等について

卒業時までに、以下の体験活動および教育実習が必修科目として実施される。

(1 )体践活動および教育実習の内容

体

験

学

習

注

2 

教

コ円民

実

習

介護体験 障害児の話し相手、散歩等、日常生活の介護や介助等の援助を体験する。

(1単位)注1 社会福祉法人知的障害児施設「ひまわり学園」で行う。

自然・科学体験学習 子どもの自然体験や科学体験活動を支援する。

(1単位) 宮崎科学技術館・青島青少年自然の家ほかで行う。

教育福祉体験学習 幼児の遊びや生活を観察する。

(保育所コース)(1単位) 宮崎市内の7保育闘で行う。

教育福祉体験学習 -幼児の遊びや生活を観察する。

(幼稚園コース)(1単位) 附属幼稚園で行う。

地域教育体験学習 -主として異年齢の子どもたちとの遊びを企画し実践する。

(1単位) 宮崎市内の地区交流センターで行う。

学校教育体験学習 -教員の職務について観察し、児童生徒とふれあう。

(1単位) -公立小中学校で行う。

実習 I 子どもとふれあい、実態を理解する。学校生活の流れや授業の実際を観察

(観察・参加) し、教師になる心構えを持つ。

(1単位)注3 附属小学校、文は附属中学校で行う。

実習E 子どもに対する理解を深め、実際の授業を行って適切な指導方法を体得す

(基本・展開実習) る。学級経営の実際を学ぶ。

(3単位)注3 附属小学校、又は附属中学校で行う。

実習E 子どもの個性や環境に配慮し、個に応じた指導を行う。学校の特色を理解

(応用実習) し、地域との連携の方法を学ぶ。

(2単位)注3 -公立の小学校、又は中学校で行う。

特別支援学校観察実習
障害のある子どもとふれあい、さまざまな障害の実態を知り、障害の種類に応

じた支援の必要性について学ぶ。
(1単位)

県立特別支援学校で行う。

特別支援学校教育実習
人 人の障害の種類や程度に応じたきめ細やかな指導方法を体得する。

(2単位)
特別支援学校の実際や保護者との連携について学ぶ。

-県立特別支援学校で行う。

注l土曜、日曜の 7日聞のほか、事前・事後指導にも必ず出席しなければならない。

注 2:2年次の4月初旬に5つの体験学習から 1つを選択し、 2年次に履修する。

注3・この他に「教育実習基礎研究J(必修 1単位)もあわせて履修し、事前・事後指導にも必ず出席しなければならない。

なお、教育実習の詳しい内容については、実習前に配付する『教育実習の手引き』を参照すること。



(2)体験活動および教育実習の実施年次

(体験活動) (教育実習)

初等教育、中学校教育および

特別支援教育コ}ス

介護体験

ひまわり学園

(1年次)

自然・科学体験学習

宮晴科学技術館ほか

(2年/x)

教育福祉体験学習

附属幼稚園、又は宮時市内

保育所

(2年次)

地域教育体験学習
市内地区交流センター

(2年/x)

学技教育体験学習

公立小ー中学校

(2年/x)

(l科闘を選択必修}

初等教育および

中学校教育コース

実習 1 (観察・参加)

附属学校
1週間 (2年次)

実習 n(基本・展開実習)

間属学校

3週間 (3年次)

特別支援教育コース

実習 r(観察.I参加)

附属学校
1週間 (2年院)



【8】免許状の追加取得について

(1 )免 許状取得の要領

①自己の専攻の修得単位に、 (2)以下に説明する科目単位を追加修得すれば、それぞれの免

許状が取得できる。ただし、科目単位の追加修得の際には、該当コース・教科の「女印のつ

いた科目」を優先的に履修し、さらに足りない分は「単位数にOのついた科目」から履修す

ることが望ましい。

②追加 修得単位が 21単位未満で取得可能と思われる免許状の種類は次の通りである。

二ぷ~ 小学校教諭 中学校教諭 高等学校教鵠 特別主撞学控量輸
普通免許状 普通免許状 普通免許輯 普通免許状

学校教育基礎 i量 2種 2種
初等教育

小学校教育
コ】ス

中学校教育教科 ユ量
且量

l種 2種
l種

小学技教育 且量
1彊{主皇車量畠i 1種世 2種

l種

中宇佐教
入学試験で希

中学校教育
育コース

望した中学技
1教科単独専攻

2種 1置(字車産量調} l種食 2種
の1教幹

中学技教育教科 2種 11....{主皇車量畠i l種会 2種
2.I.J圃皇車量量i

特別主謹11
特別支援教育 小学校教育 i量 2種 i量

育コース

惜考

1 ，学技教育現程の柵の太宇・下組(ゴシック体)は卒業時に取持できる免許、細字(明朝体)li努力止揖で取得可能
な免許の倒です.なお、食の高桂 I地理歴史J、I公民J、「工業jについては、指定された単位の官需が必要で
す。

2，学校教育罷程で取持できる中学校及日高等学技の免許教科は止のとおりです.

中学技:国語・社会・数字・理科・音楽・莞師・埠瞳体育・技術・家庭・英語

高等学校.国語・地理歴史・公民・数学'理科・音楽・豊荷・保障体育・工業・草庭・英語

3 本学で取持できる特別支援学技の免許の闇壇i士、知的障害・肱体不自由・病弱の3髄瞳です。聴覚障害・視覚障害
の壇場については、取得できません。

4，学芸員の資格 所定の単位を修持l，申請すれば f学芸員に聞する科目の単位酵持証明書Jが膏付されます.

5 学技図書館司書教諭の賢格:大学で開催の講習単位を陣持すれば I臨了証書jが究付されます，

幼稚圃教諭
普通免許状

孟量
l種

2種又はl種

2種

2種

2種

2種主はl種

③免許状の追加取得に関わる教育実習は、次の通り実施する予定である。この教育実習を履

修する者は、「宮崎大学教育文化学部学校教育課程教育実習履修内規Jに目を通すこと。

種別 単位 学年 期間

小学校 2 4 2週間

中学校 2 4 2週間

前ヨ車佼駐
特別支援学校観察実習 1週間

3 4 
特別支援学校教育実習 2週間

幼稚園 2 4 2週間
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④単位取得については、下表が示すように教育職員免許法および同法施行規則に定める
所定の科目単位を修得しなければならない。

第 1欄 第2欄 第3欄

¥免帰状所F周種安街格¥ 

大学において修得することを必要とする

最低単位数

基礎資格
教科に関 教職に関

教科来は 特別支援

する科目 する科目
教職に関 教育に関

する科目 する科目

専修免許状 修士の学唯を有すること。 8 41 34 

校諭学教
l種免許状 学士の学千立を有すること。 8 41 10 

2種免許状
学校教育法第 104条第3項に定め

4 31 2' 
る短期大学士の称号を有するこど。

専修免許状 修士の学ヰ立を有すること。 20 31 32 

譲論学中 l種免許状 学士の学千立を有すること。 20 31 8 

2種免許状
学校教育法第lω条第3項に定める

10 21 4 
短期大学士の称号を有すること。

諭教校等学高
専修免許状 修士の学位を有すること。 20 23 40 

l種免許状 学士の学位を有すること。 20 23 16 

修士¢学位を有すること及。句、学

専修免許状 校、中学校、高等学校又は獅掴ι 50 

続由の普通免訴状を有すること。

学士の倒立を有すること及び小学

l種免許状 校、中学校、高等学校又は獅個 26 

の続出の普通免許状を有すること。

2種免許状
小困学の教校諭、中の学普校通、免高許等状学を校有又すはる幼こ柑

16 

と。

専修免許状 修士の学位を有すること。 6 35 34 

諭幼稚教園
l種免許状 学士の学位を有すること。 6 35 10 

2種免許状
学校教育法第104条第3項に定める

4 27 
短期大学士の称号を有すること。

備考 第2欄の f修士の学位を有することjには、大学(短期大学を除く。)の専攻科又は文部科学大匡の指定する
これに相当する課程に l停以上在学し、 30単位以上修得した場合を吉むものとする。

-215ー



(2)小 学 校 教 諭 普 通 免 許 状 追 加 取得の方法

小学校教諭普通免許状を追加取得するには、下表の科目単位を修得しなければならない。なお、自己の

主専攻.M'l専攻で修得する科目単位が活用できるので、それらは改めて修得する必要はない。

最低修得単位数 中学校教育コース

中学
単位 小学

免許法施行規則に定める科目 本学部の授業科目
数 l種 2種

校教
校副

単独

科副
専攻

専攻

専攻

国語(書写を含む。) 2 

初等教育コースの 9教科の 社会 2 

科科教専門

算数 2 

専門科目 理科 2 
ム(4)

生活 2 8 4 
[国語(書写を含む。)、社 音楽

注1
2 

目 会、算数、理科、生活、音楽、 図工 2 
図画工作、家庭、体育] 家庭 2 

体育 2 

教職の
教職の意義等 。。。
教員の職務内容 教職入門 2 2 2 

意 義 等
曜路選択等

注1 注 1 注1

教育の理念等 教育本質論 2 

教育の 丸身の発達及び
学校教育IL'理学 2 

6 。。。学習の過程 4 
基礎理論 教育に関する

教育制度論 2 
社会的事項等

教育課程の意義等 教育課程論 2 2 2 。。。
教職科専門

小学校9教科の Li 
教育課程 各教科の指導法

教育研究
各 2 18 

26 
12 

(12) 
及 び

2 2 

20 
道徳の指導法 道徳教育論 2 2 。。。

指 導 法
特別活動の指導法 特別活動論 2 2 注 2 注2 。。。

目 教 育 の 方 法

及び技術
教育の方法と技術 2 2 2 。。。

生徒指導 生徒指導の理論 生徒指導概論
2 。。。

教育相談 及 び 方 法 (進路指導を含む。)
4 4 

及 び教育相談の理論
進路指導及び方法

教育相談心理学 2 。。。
教育実習 教育実習(副免用) 2 5 5 。。。
教職実践 教職実践演習

2 2 。。。
演習 (幼小中高) 2 

職専科門目 教科教又は
「教育7 ィーノレド

注3 10 2 
ム ム ム

体験」及び「その他」 (6) (6) (6) 

注 1: 0印は卒業所要単位で充足できることを表しており、免許を取得するために改めて修得する必要はない。ム印

は、卒業所要単位として修得する( )内の単位を利用できる場合であり、各櫛において不足する単位を追加して

修得すればよい。
注2 教育課程及び指導法に関する科目の最低修得単位数は、 1積 22単位、 2種 14単位であるが、本学部の授業科

目においては、表のようにそれぞれ26単位と 20単位修得しなければならない。また、 2種免許状を取得する場
合の各教科の指導法の単位については、音楽・図工・体育のうち 2教科を含んだ6教科を選択し、それぞれ2単

位ずつ修得すること。

注3 この欄には、 196頁.........212頁の専門科目表において科目区分Cが「教育フィーノレド体験J・「その他Jとなって

いる授業科目が該当し、介護体験、特別支援教育、人権問和教育、および体験学習(計6単位)が古まれる。また、

教科専門科目および教職専門科目の最低修得単位数を超えて修得した単位をもって、この欄の単位に替えること

ができる。ただし、いずれの場合も取得しようとする免許種と関連のない科目については認められないことがあ
るので教務・学生支援係で確認すること。
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(3)中学校教愉普通免許状追加取得の方法

中学校教諭普通免許状を追加取得するには、下表の科目単位を修得しなければならない。 2種免許を追加取

得する者は専門教育科目表・分類4~分類13の該当教科で「女印を付した科目」を優先的に履修することが望

ましい。また、 l 種免許を追加取得する者は専門科目表・分類4~分類13の該当教科で「女印を付した科目」の

履修を優先し、不足分を「単位数にOを付した科目Jで補うことが望ましい。なお、自己の主専攻・副専攻で修得

する科目単位が活用できるので、それらは改めて修得する必要はない。

最低修得単位数
初等教育 中学校教育 特別
コース コース 支援

免許法施行規則に定める科目 本学部の授業科目
単位 中学校

学校教中学校 小学
数 教育教 単独

1種 2種
科副専

育基礎 教科 校副
専攻

攻
副専攻副専攻 専攻

科目科教専門
免許の授与を受ける 免許教科ごとの

20 12 
ム(12)

ム(12)
教科の 専 門 科 目 教科専門科目

注 1 注 1
注2

教職の
教職の意義等 。
教員の職務内容 教職入門 2 2 2 。。。。

意義等
進路選択等

注 2

教育の理念等 教育本質論 2 

教育の
心身の発達及び

学校教育IL'理学 2 
学習の過程 6 4 。。。。。

基礎理論
教育に関する
社会的事項等

教育制度論 2 

教育課程の
教育課程論 2 2 2 。。。。。

意義等

免許教科ごとの

教育課程
各教科の指導法

中等教科教育研究
各 2 4 2 10 。 。

及指導法び
道徳の指導法 道徳教育論 2 2 12 2 

注 3
。。。。。

特別活動の
特別活動論 2 2 2 。。。。。

指導法

教育の方法

及び技術
教育の方法と技術 2 2 2 。。。。。

生徒指導
生徒指導の理論 生徒指導概論

2 。。。。。
及び 方 法 (進路指導を吉む。)

教育相談心理学{カ 4 4 
教育相談の理論

ウンセリングの基礎的 2 。。。。。
及び方法

知酷を吉む。)

教育実習 教育実習(高1)免用) 2 5 5 。。。。。
教職実践 教職実践演習(幼

2 2 。。。。。
演習 小中高) 2 

職専科門目 教科文教は
『教育フィールド体

注4 8 4 
ム ム ム ム ム

験J&V'rその他J (6) (6) (6) (6) (6) 

注 1:教育職員免許法に定める教科に関する科目の最低修得単位数は、 2種の場合 10単位であるが、本学部において

は、 12単位の教科専門科目によって、すべての科目区分を網羅している。各教科の具体的な授業科目については、

分類 4-分類 13を参照すること(ただし、各教科教育研究は教職に関する科目である)。また 1種を取得しよう

とする場合、この分類4-分類 13の 12単位に B単位加えて、計 20単位を修得すること。

注2:0印は卒業所要単位で充足できることを表し、免許を取得するために改めて修得する必要はない。ム印は、卒

業所要単位として修得する( )内の単位を利用できる場合であり、各欄で不足する単位を追加して修得すればよ

注3: r教育課程及び指導法」に関する科目の最低修得単位数は、 2種取得の場合4単位であるが、本学部の授業科

自においては、表のように 10単位修得しなければならない。また、 2種免許状を取得しようとする者は各教科の

指導法として各教科教育研究 Iを履修すること。

注4 この欄には、 196頁-212頁の専門科目表において科目区分Cが「教育7ィーノレド体験」・「その他」となってい

る授業科目が該当し、介護体験、特別支援教育、人権同和教育(特別支援教育コースの学生は卒業要件に入らず)、

および体験学習(計 6(4)単位)が含まれる。また、教科専門科目および教職専門科目の最低修得単位数を超えて修

得した単位をもって、この欄の単位に替えることができる。ただし、いずれの場合も取得しようとする免許種と

関連のない科目については認められないことがあるので教務・学生支援係で確認すること。

。

。

。

。
。
。
。
。
。
。
ム
(4) 



(4) 高等学校教諭普通免許状追加取得の方法

高等学校教諭普通免許状を追加取得するには、下表の科目単位を修得しなければならない。なお、自己

の主専攻.iii1J専攻で修得する科目単位が活用できるので、それらは改めて修得する必要はない。

免許法施行規則に定める科目 本学部の授業科目 単数位
単位数

"Jコ可芋ー電気ス同 ーベコt-<ーX老ス沢同

冨中11学専校攻 川閣、学専校攻 単専独攻1種 持弓国与lc専K'l攻'" 

|彰主砂妥専当L攻r、蕩主b茅専~(攻1 免許の授与を受ける 免許教科ごとの
20 ム(12)

0注3、
教科の専門科目 教科専門科目

注 l 注 2、3
高'1専攻教科

注3 注3
ム(12)注3

教職の
「 教 職 石 言 語 専 。
|教員め職務内容 教職入門 2 2 

意義等
路選択等

注2 。 。。
の理~等1教育本質 2 

教 育 のl学心身習の発の達過及程び 学校教育，心理学 2 
6 。 。 。。

基礎理論

|社教育会的に事関す項等る 教育制度論 2 

|言育豆註 2教育課程論 2 。 。 。。

教職専科門

中長 トごとの '.1I 2 。 主副・ 0 |主 O|主 C
各教科の指導教 育課程

免i 世肝科究ごIとの
10 

|士 O|主 C及び 2 

目
指導法

|特指別活導動法の
注4

特別活動論 2 。 。 。。
|薮E 育ぴの技方法術 同 7法と技術 2 。 。 。。

生徒指導教
生徒指導の理論 生徒指導概論

2 。 。 。。
及び方法 (道路指導を吉む。)

育相談及び
I教及育相び談の方理論法 |事リン宵グ相Q; 放(をカ含ウbンnセ) 

4 
進 路指導 2 。 。 。。
f哀否夏蚕

i|教教[職幼育実小実践習中演高福習) 扇面
3 3 ム(1) 。 。。

習
2 2 。 。 。。

Z閣豪科
「教育フィールド体
験』及び『その他J

注 E 16 ム(6) ム(日) ム(6) ム(6)

注1 教科に関する科目の単位は教育龍員免許法府行規~IJ第 5 条に従い、同条に定める全ての科目を網羅して、 20 単位以上を修

得する。ただし、「甜措蜜如、「公周、「工業J以外の縦泊、できるだけ中学鋭敏育コース各教事抑制事科目をすべて断専

することが望まし凡最倒ま得単位数を超えて断専した単位数は、「教科また防糊車に関する科目」の単位に読み替えられる。

注2:0印は卒業所要単位で充足できることを表しており、免訴を取得するために改めて修得する必要はない。ムJ印は、卒業所要

単位として修得する()内の単位を利用できる場合であり、各欄において不足する単位を追加して儲号すればよ川

注3 卒業所要単位として修得する鱗ヰ帯『科目のうち、高校免許ヰこ利用できる科目は教科によって異なる場合があるので、確

認すること。

注4:教育課程及的旨導法に関する科目の劇国断専単位数は、 l種6単位であるが、本学部の授業科目においては、表のように 10

単位断専しなけれ叫まならな凡なお、高校「組理主歴到の免許を取得しようとする場合は、「中等佐餅ヰ教育研究11Jに加え

て「地銀歴史科教育法.J 2単低下公闘の免許を取得しようとする場合は、地開授業研究1Jに加えて下公開撒育法J
2単位制審得しなければならなしL高校「工業Iの免許こついては、「工業科教育法'J4単位を修得するものとする。その場合、

中等の教科の指導法に関する単位は必要としない匂瀕18を参問。また、「工業Jの税制こ関する科目の単位は、教育職員

免許法附則第11項の規定により、教科に隠する科目の単位をもって替えることができる。

注5 この欄には、 l田頁-212頁の専門科目表において科目殴犯が「教育フィーノレド体重刻・「その他Iとなっている授業科目

が該当し、介護体験、特別支援教育、人権問和教育、および体験学習{計6哨却が含まれる。また、新ヰ専門科目および

鞠瞬門科目配最低修得単位数を超えて働尋した樹立をもって、この間の単位に替えることができる。ただし、い村的場合

も取得しようとする免許種と関連のなし、科目についてはEおbられないことがあるので教務・学生支援係で確認オること。
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(5)特別支援学校教諭普通免許状{知的障害・肢体不自由・病弱)追加取得の方法

特別支援学校教諭普通免許状(知的障害・肢体不自由・病弱)を取得するには、基礎資格として、小学校・中学

校・高等学校および幼稚園のいずれかの普通免許状を有し、さらに下表の科目単位を修得しなければならない。

単
最i副主「ィ号単位数

免許法施行規則に定める科目 本学部の授業科目 位
l種 2種

数
注 l 注2

特別支援教育の基礎理論に関する科
障害児教育学総論 ② 2 2 

目

知的障害者の心理
"'2 《知的障害》

知的障害者の生理・病理
"'2 心身に障害のある幼 《知的障害》 I 

児、児童又は生徒の心
以 以

理、生理及び病理に関 肢体不自由者の心理・生

する科目 理・病理 ② 上 上

《肢体不自由》

特別支援教 病弱者の心理・生理・病
② 

育領域に関 理 f病弱》
16 B 

する科目
障害児教育課程

企2
《知的障害》

心身に障害のある幼 知的障害児教育 2 1 
児、児童又は生徒の教 《知的障害》 "'2 

す関る
育課程及び指導法に関

以 以

する科目 肢体不自由児教育
上 上

② 

科目
《肢体不自由》

病弱児教育 《病弱》 ② 

免待状に定 学習障害児指導 2 
められるこ -心身に陣寄のある幼児、
ととなる特 児童文は生徒の心理、生理 重緩障害児指導 2 
別主担教育 且ぴ晴穫に閲する科白

視覚障害教育総論 ① 5 3 
領域以外の -心身に障害のある幼児、
領峨に閲す 児貰又は生徒の教育課程且
る科目 日指導法に聞する科目 聡覚障害教育総論 ① 

特別支援学校観察実習

心身に障害のある幼児、児童又は
(副免用) 注 3

生徒についての教育実習
③ 3 3 

特別支援学校教育実習

(副免用) 注4

注 1:. 1種免許状をi自加取得する場合、表に示したすべての授業科目の単位を修得しなければならない。

注2: 2種免許状を追加取得する場合、免許法施行規則に定める「領域」を遺漏なく履修するためには、この表の単

位にOを付した授業科目の単位を必ず修得しなけらばならない。また、企印を付した「知的障害者の'L'l!I!.J及び

「知的障害者の生理・病理Jのうちどちらかの単イ立と「障害児教育課程.JlJZ.び「知的障害児教育Jのうちどちら

かの単位の計4単位を必ず修得しなければならなし」

注 3: r特別支援学校観察実習J(副免用)の単位は、 4年次に修得する。受講科目登録は4年次前学期に行う。

注4・ 「特別支援学校教育実習J(副免用)の単位は、副免用のものを修得する。受講科目登録は4年次前学期に行う。
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(6) 幼稚園教愉普通免許状取得の方法

幼稚園教諭普通免許状を取得するには、下表の科目単位を修得しなければならない。なお、自己の主専

攻・副専攻で修得する科目単位が活用できるので、それらを改めて修得する必要はない。

最低修得単位数 初等 中学
特別

位単数

支援

免許法施行規則に定める科目 本学部の授業科目
副攻中 学専

学校教
中学副

小学
単独

l種 2種 育基礎 校目l
国l専攻

専攻
専攻

専攻

科科敏商

国語(書写を吉む。) 2 

小学校の教科に関する科目
算数 2 

A 
生活 2 

6 4 
。。

(4) 
。

音楽 2 注2
注 l

図工 2 注2

体育 2 

教 職 の
教職の意義等

教員の職務内容 教職入門 2 2 2 。。。。。。
意 義 等

進路選択等

教育の理念等 教育本質論 2 。。。。。。
教 育 の

心身の発達及び
学校教育心理学 2 。。。。。。

基礎理論
学習の過程 6 4 

教育に関する
教育制度論 2 。。。。。。

社会的事項等

教育課程の意義等 教育課程論 2 2 2 。。。。。。
保育内容(健康) 2 

保育内容(人間関係) 2 

保育内容(環境) 2 

教育課程 保育内容(言葉) 2 ム ム ム ム ム ム
及 び 保育内容の指導法 保育内容(表現) 2 14 18 8 12 (6) (10) (2) (6) (2) (6) 
指導法 保育内容(造形表現) 2 

「小学校各教科教育 、、4

研究Jまたは「特別 2 注3
活動論J

教育の方法及び技術 教育の方法と技術 2 2 Iz 。。。。。。
生徒指導 幼児理解の理論

教育相談 及 ぴ 方 法 幼児の理解と
2 2 2 。

及 び 教育相談の理論 発逮臨床

進路指導 及 ぴ 方 法

教育実習 教育実習(副免用) 2 5 5 。。ム ム ム 。
(3) (3) (3) 

教職実践演 教職実践演習(幼小
2 2 2 。。。。。。

習 中高)

に教科

す科関る目 文教職は

「教育フィーノレド
注4 10 

ム ム ム ム ム ム

体験J及び「その他J (6) (6) (6) (6) (6) (4) 

注 1・小学校の教科に関する科目のうち社会、理科、家庭は含まれないので注意すること。

注2: 0印は卒業所要単位で充足できることを表し、免許を取得するために改めて修得する必要はない。ム印は、卒業

所要単位として修得する( )内の単位を利用できる場合であり、各欄で不足する単位を追加して修得すればよい。

注3 保育内容の指導法に関する科目の単位数の半数までを「小学校の各教科の教育研究(社会、理科、家庭を除く )J

または「特別活動論」の単位をもって替えることができる。その場合には、小学校免許を取得する必要がある。

注 4: この欄には、 196頁-212頁の専門科目表において科目区分Cが「教育フィーノレド体験J・「その他Jとなってい

る授業科目が該当し、介護体験、特別支援教育(特別支援教育コースの学生は卒業要件に入らず)、人権問和教育、

および体験学習(計 6(4)単位)が含まれる。また、教科専門科目および教職専門科目の最低修得単位数を超えて修

得した単位をもって、この欄の単位に替えることができる。ただし、いずれの場合も取得しようとする免許種と関

連のない科目については認められないことがあるので教務・学生支援係で確認すること。
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5.人聞社会課程

【1】カリキュラム編成の考え方
本課程は人文科学、社会科学の諸分野の学習を通して、堅実な学問的基礎力をつけなが

ら、人間・社会・文化についての幅広い教養と国際的視野を持ち、併せて現代社会の抱え
る諸課題に対する実践的解決能力を持った人材の養成を目指す。そのために、「欧米思想」
「国際関係論Jr実践的地域マネジメント論J3科目の課程共通必修科目を設ける。その上

で、各コースのカリキュラムを以下のように編成する。

1. 雷鱈文化コース
①欧米の言語と文化を高次のレベルで学ぶことにより、グローバルな視点からの文化理解

を深めるための科目を設ける。
②外国語による実践的なコミュニケーション能力を育成するための科目を設ける。

③異文化との共生を可能にする共生文化の視点を獲得するとともに、国際交流分野や日本
語支援教育分野への道を拓くための科目を設ける。

2 社会システムコース
①社会を横断的、歴史的、総合的に理解する能力を養うため、経済学、法律学、政治学、

社会学という社会科学の諸分野の科目と歴史学、地理学に関する分野の科目を配置する。

②各専門分野の基礎的知識を土台にして、現代社会の具体的現実を的確に把握するために、
地域、環境、情報関連の科目を設ける。

③社会における問題を発見し、その解決方法を考える力を養成するために、実践的分野の
科目を配置する。

【2】履修基準
人聞社会課程の卒業に必要な単位修得の履修基準は、以下のとおりである。

表5-2ー1各コース履修基準

IF¥¥竺と 人 問 中土 会 課 程

言語文化コース 社会システムコース

基礎教育科目 36 36 

専
課程共通必修科目 6 6 

~~ 
コース必修科目 20 16 

コース選択必修科目 8 10 
教

コース選択科目 28 40 
育

専門関連科目 6 
科

自由選択科目 14 10 
目

卒業論文 6 6 

J口S、 計 124 124 

【3】基礎教育科目の履修について

表 5-2-1 の基礎教育科目については、全学共通になっているので、前記 145 頁~177 頁

を参照し、計 36単位以上を修得する。なお、高等学校教諭 1種普通免許状(r英語」、
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「地理歴史」または「公民J)の取得を希望する学生は、以下の 8単位を含む計 36単位

以上を修得すること(r教育職員免許法施行規則第 66条の 6Jによる)。

導入科目に属する情報・数量スキル科目群の「情報・数量スキル(2単位)J ， 

導入科目に属する外国語コミュニケーション科目群の「英語 Eb1・2(計2単位)J。

導入科目に属する保健体育科目群の fスポーツ科学 1. II (計2単位)J。

学士カ発展科目に属する「日本国憲法(2単位)J。

【4】専門教育科目の履修について

表5-2ー1の専門教育科目について、開議されている授業科目、その単位数、配当年次、授

業担当教員は、 225頁以降の【5】専門教育科目表にコース別に示されている。履修に際して

は次の点に留意すること。

A 言語文化コース

1. 課程共通必修科目の単位修得について

下に掲げる表 5-5-1の「課程共通必修科目J6単位をそれぞれ指定された年次・学期に

修得する。

2 コース必修科目の単位修得について

下に掲げる表 5-5-2から、単位にO印を付した科目計20単位をそれぞれ指定された年

次・学期に修得する。

3. コース選択必修科目の単位修得について

以下のように計8単位以上をそれぞれ指定された年次・学期に修得する。

(3-1)下に掲げる表 5-5-2の「コミュニケーションJ科目のうち、独語・仏語から 1言

語を選択し、その言語のコミュニケーション 1• II計2単位を修得する。(注 1)

(3-2)下に掲げる表 5-5-2の「領域専門」科目のうち、英米・独・仏領域から 1領域を

選択し 3単位を修得する。(注 2)

(3-3)下に掲げる表 5-5-2の「領域専門J科目のうち、英米・独・仏領域から (3-2)で選

択した領域以外から l領域を選択し 2単位以上を修得する。

(3-4)下に掲げる表5-5-2の「領域専門」科目のうち、英米・独・仏・共生文化領域から、

(3-2)で選択した領域以外より l単位以上を修得する。

(注 1) 選択する言語は、初修外国語として選択し履修したものであるか、または初

修外国語履修レベルの学力があるものであること。

(注2) 独領域または仏領域を選択する場合、 (3-1)で選択した言語と同じ言語の領

域であることを原則とする。
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4. コース選択科目の単位修得について

下に掲げる表 5-5-2の専門選択科目(単位数が「選択」欄に記入されている科目、但

し、科目区分B欄に「専門関連」と表示されている科目は除く)から計 28単位を修得す

る。この中に f3. コース選択必修科目」の指定単位を超えた分を充ててもよい。なお、

「就業体験学習」については、 239頁を参照すること。

5. 専門関連科目の単位修得について

下に掲げる表 5-5-2の「専門関連科目」から計 6単位以上を指定された年次またはそ

れ以降に修得する。体系的な学習をはかるため， 4群のうちから 1つの群を選択し，そ

の群についてできるだけ集中的に履修することが望ましい。

専門関連科目は他課程または他コースで関E拝されている科目なので、本コースの授業

科目と時間割が重なることがある。その場合は本コースの授業科目を優先して履修しな

ければならないものとする。

6. 自由選択科目の単位修得について

自由選択科目については、原則として人聞社会課程言語文化コースの専門教育科目の

うち、未履修科目から 14単位を充てる。或いは、人聞社会課程社会システムコースの専

門教育科目、学校教育課程の専門教育科目、及び本学部と他学部の生命科学関連科目に

係る開放科目から選択履修することもできる(特に授業科目に注記その他の指定がない

限り、原則としてどの科目でも自由に履修することができる。)

7. 卒業検文の単位修得について

「卒業論文」については以下のように 6単位を修得する。

(7・1)卒業論文作成のために、英・米・独・仏・中・日本語関係科目担当教員の中から
指導教員を選ぶことを原員1]とする(但し、詳細は 2年次後期に行なう卒論指導ガ
イダンスにおいて指示する)。その上で、 2年次の 1月 31日までに指導教員届け
を教務・学生支援係に提出する。

(7・2)4年次前学期に卒業論文の受講登録を行う。
(7-3) 4年次の 5月 10日までに卒業論文題目届けを教育文化学部教務・学生支援係に提

出する。
(7-4)卒業論文題目届出にあたっては、原則として次の各号が満たされていなければな

らない。
(ア) 基礎教育科目の卒業所要単位の内、未修得単位が 6単位以内であること。
(イ) 3年次までの専門教育科目の必修単位(課程・コース)の 80%以上を修

4号していること。
(7-5)論文は 1月 31日午後 5時(当日が休業の場合は次の平日の午後 5時)までに、

指導教員に提出する(正本一部。なお、必要追加部数に関しては指導教員の指示
を仰ぐこと)。

(7・6)論文の審査にあたっては、試問等が行われることがある。

8. 教員免許の取得について

言語文化コースでは、別に示す必要な単位を修得すれば高等学校教諭 1種普通免許状

「英語」の取得が可能である。(取得希望者は、 225 頁~229 頁を参照すること。)
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B 社会システムコース

1. 課程共通必修科目の単位修得について

下に掲げる表 5-5ーlの「課程共通必修科目J6単位をそれぞれ指定された年次・学期に

修得する。

2. コース必修科目の単位修得について

下に掲げる表 5-5-3から、単位にO印を付した科目計 16単位をそれぞれ指定された年

次・学期に修得する。

3. コース選択必修科目の単位修得について

下に掲げる表 5-5-3の記号欄に b印を付した科目の中から 5科目以上選び、計 10単位

以上をそれぞれ指定された年次・学期に修得する。

4. コース選択科目の単位修得について

下に掲げる表 5-5-3から、専門選択科目([選択」欄に単位が記入されている科目)

を選択し、計 40単位を修得する。この中に [3. コース選択必修科目」の指定単位を超

えた分を充ててもよい。但し、原則として同一分野の演習科目 (00基礎演習、 00演

習 I、00演習I1)を 3科目、計 3単位以上含めること。(西洋史分野の演習科目を選

択する場合は、 「西洋史基礎演習」 ・ 「外国史演習 1J ・ 「外国史演習I1Jの 3科目、

計3単位以上を含めること。)

また、 「就業体験学習」については、 233頁を参照すること。

5. 自由選択科目の単位修得について

自由選択科目については、人聞社会課程社会システムコースの専門教育科目のうち、

未履修科目から 10単位を当てることが望ましい。また、人聞社会課程言語文化コースの

専門教育科目、あるいは学校教育課程の専門教育科目、及び本学部と他学部の生命科学

関連科目に係る開放科目から選択履修することもできる(特に授業科目に注記その他の

指定がない限り、原則としてどの科目でも自由に履修することができる。)

6. 卒業論文の単位修得について

「卒業論文」については以下のように 6単位を修得する。

(6・1)卒業論文作成のために、自己の所属するコースの授業担当教員の中から指導教員を

選び、 2年次の 1月 31日までに指導教員届けを教務・学生支援係に提出する。

(6・2)4年次前学期に卒業論文の受講登録を行う。

(6'3) 4年次の 5月 10日までに卒業論文題目届けを教務・学生支援係に提出する。

(6'4)卒業論文題目届出にあたっては、原則として次の各号が満たされていなければなら

ない。
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(ア)基礎教育科目の卒業所要単位の内、未修得単位が 6単位以内であること。

(イ) 3年次までの専門教育科目の必修単位(課程、コース)の 80%以上を修得し

ていること。

(6-5)論文は 1月 31日午後 5時までに、当日が休業の場合は次の平日の午後 5時まで、

指導教員に提出する。

(6-6)論文の審査にあたっては、試問等が行われることがある。

7_ 教員免許の取得について

社会システムコースでは、lJlJに示す必要な単位を修得すれば高等学校教諭 l種普通免

許状「地理歴史」または「公民」の取得が可能である。(取得希望者は、 231 頁~235 頁

を参照すること。)

【5】専門教育科目表

開講されている専門の授業科目、その単位数、配当年次、授業担当教員は以下の表5-5-1

~表5-5-3に示されている。履修に際しては、次の点に留意すること。

①専門教育科目表の区別欄の「コJrエJrジ」は、それぞれ講義、演習、実習あるいは実

験の授業形態を示す。

②問ーの授業科目(科目コードも同一)については、たとえその内容及び担当教員が異な

っていても、その計を超過した単位は認められない(一度単位を修得した科目の単位を、

再修得することはできない)。

③同ーの授業科目で、同一年次の前学期、後学期に各2単位ずつ(あるいはl単位ずつ)分

けて開講されている科目については、前学期、後学期の順に履修することを原則とする。

④ 専門教育科目表の単位数をOで囲んである授業科目は、「必修」科目である。

表5-5-1 【課程共通必修科目】

[課程共通必修科目]

科目区分 記 区 単位
配年t当k 

1年'* 2年'* 3年'* 4年'*

号
授業科目

別
担当教員

A B C 必4庄選択 前 後 前 後 前 後 前 後

専
間 欧米思想 コ 2 l前 ② 未定
程

門 科共 国際関係論 2 l前 ② 未定者邑 コ
目過

育
必 実践的地域 人聞社会課程担

科 睦 マネジメント論
コ 2 3前 ② 当教員目

修得すべき単位 6 
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表5-5-2【言語文化コース専門教育科目】

科目区分 記 区
単位

~2 当
l年次 2年1J( 3年次 4年次

授業科目 担当教員

A B C 
号 日l

必修 選択
年次

前 l桂 前桂 前 i後 前!桂

ヨーロッパ文イ出品 l コ 2 l後 ② 吉田好克

ヨーロッパ文也鮪E コ 2 2前 @ 未定

アメリカ文化論 I コ 2 l後 ② 坂口佳世子

アメリカ文化論E コ 2 2後 2 坂口佳世子

イギリスの吾語と文化 ヨ 2 2前
ー

② 新名桂子

アメリカの言語と文化 コ 2 4前 1 2 坂口佳世子

アジアの言語と文化 コ 2 3後 2 軍本春造

言 中国の言語と文化 コ 2 2前 2 上原徳子

語 英語文化論 コ 2 2後 ② 南太一郎

文 現代中国文化論 コ 2 3後 2 I 藤井 A美子

化
映懐文化論 コ 2 3後 2 山田利博

T プレゼンテーション論 コ z 3前 2 塚本泰造

情報リァラシー コ 2 4前 2 武方壮一

判ド 英語学概論 コ 2 l後 2 村端五郎

* 英文学概論 コ 2 l前 2 新名桂子

* 米文学概論 コ 2 l後 2 来定

* 異文化理解 コ 2 4後 2 ダニエJレ・=ーツ
専

T 就業体験学習 ジ 2 3全 2 インターンシップ香員会

p~ 英語コミュニケーション I エ l前 ① ダ=エjレ・コーツ

英語コミュニケーションE エ l l後 ① ダニエJレーコーツ

教 英語コミュニケーションE エ 2前 ① 村端五郎

育
コ 英語コミュニケーション町 エ 3前 ①' 坂口佳世子
、一、

独語コミュニケーション基礎 I l前 未定ユ コユ

科
独語コミュニケーシ司ン基礎H コユ l l後 l 未定

ケ 独
祖語コミュニケーション I エ l 2前 l 未定

目 シ 1虫梧コミュエケーションE エ 2後 l 未定ヨ

ン 仏師=ミュエケーション基礎 I エ 1 I前 1 吉田好克

仏師=ミュzケーションJJ;礎E エ l 
仏

1後 l 吉田好克

仏語コミュ=ケーション I コユ l 2前 l 吉田好克

仏語コミュニケーションE エ 2後 l 吉田好克

図 国際交流 日本語主控教育基副 コ
支 際

2 l前 @ 未定

復交 国際交流マネジメント論 コ 2 3前 ② 吉田・井崎・新名
敏流

宵ー 外国語現地研修 ジ 2 2-3全 2 小川・吉田
閲日

寸迎本
日本語支援教育基礎研修 l 上原・小川l・吉田・藤井

2否 エ 2-'全
(!I..) ・杵淵・未定

多文化共生論 コ 2 2後 ' i② 
a 

坂口佳世子

。 文化とジェンダー コ 2 2後 ! 2 小)11さくえ

比較芸術文化論 1(美術系) コ 2 2前 21 石川千佳子
共

比較芸術文化論n(音楽系) 2後 iz 葛西克俊生 ヨ 2 

文 比較芸術文化演習(舞踊系) エ 1 2前 1 1 高橋るみ子
化

。 世界の童文化論 コ 2 2後 I 2 篠原 A枝

世界の居住文化論 コ 2 2前 米村敦子

世界の農耕文化演習 エ l 3前 佐野順一

注)本印の科目は学校教育課程との課程問共通科目である。 T印の科目は人聞社会課程のコース間共通科目である。

0印の科目は奇数年度開講の科目である。。印の科目は偶数年度に開訴される科目である。
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科目区分
記号 授業科目

単也 配当 1年次 2'f 次 3年次 4年次
担当教員

A BIC 必修|選択 年次前 後 前 f愛 前 後 前 後

英米領.. 

エ 2後 1 i未定

エ 1 13後 1 |未定

エ : 13前 1 |坂口佳世子

Z虫 エ 1 12後 1 |杵樹博樹

開域専門

領 In エ 1 13 1 |小川lさくえ
域 1m エ 1 13 1 |小)11さくえ

i 1 エ l 12 1 |吉岡好克

in エ 1 12 1 l吉国好克

1皿 エ 13m 1 吉国好克

1 1 エ 1 3前 1 葛・西石川・高橋 {る)

" 共英生文学文化説演解習法基E礎
エ 1 13 l 米村・佐野・篠原

" エ 1 1 1 新名桂子

* エ 1m 1 井崎務

* エ 12m 1 来定

キ エ 12 1 井崎浩

2象 i 1 エ 2 12m 2 南太郎

事 ln エ 2 12 2 村繍五郎

* 1m エ 1 3m 1 村繍五郎

* エ 1 3後 1 武方壮一

* エ 2 13前 2 弁時 F告

* エ l 13後 1 新名佳子

* 国陪学 I コ 2 l前 2 塚本泰造

権|国語学E コ 2 1 1 2 塚本泰道

権 !I コ 2 l ii I 2 山田剰l怖

l群B 
* 国文学講義E コ 2 1 2 未定

* コ 2 2m 2 来定

* 1 1lY:t:~5E'_ I コ 2 1 リ 2 山田利博

専 本 コ 2 2m 2 未定

円 * コ 2 2 2 山図利博

* 2と文化 コ 2 1自i1 I 2 関周
関

本 コ 2 2主 2 開局ー

連 キ 外国史 I = 2 1後 2 来定

* 外国史E コ 2 2前 2 中潟博司

* コ 2 2 2 未定

* 
自4 コ 2 12m 2 大平明夫

コ 2 12m 2 未定

= 2 1 2 未定

コ 2 12m 2 来定

コ 2 13 2 |戸島信一

コ 2 13 2 |戸島信一

* 音楽史 I コ 2 2 |未定

* コ 2 l 2 石川千佳子

* 美美術術理理論論El 
コ 2 2自l 2 石川千佳子

* コ 2 2~ 2 石川千桂子

* コ 2 2 未定

* 被服学 コ 2 iT I 2 |岡村好美

* コ 2 12 2 |米村敦子

* 子ども生活検 エ 1 12. 1 |篠原久枝

自由選択科目 14 

卒業論文 6 14全 6 

幸得すべき車位 26 56 

注)>印の科目は学校教育課程との課程閑共通科目である。 T印の科目は人聞社会課程のコース問共通科目である。

0印の科目 は奇数年度開講の科目である。。印の科目は偶数年度に開i辞される科目である。
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表 5-5-3【社会システムコース専門教育科目】

手; 日l ふ' 

記号
区

1 E次 2 手次 3 手次 4 三次

A B C 
授業科目

glJ R 瞳配当年11< 前 後 前 後 A目Ij 後 前 後
担当教員

* tl B;;t丈 コヨ歴揮出史と文化 コ !?l 周ー

*日 コ 2 J 2 2 周一
日

ミミ室講基哀読礎菅演了習

コ二 1 I 2 
日 1 1 2 

* コ二 1 1 3 I 

* 旨習π コ二 1 I ~1 昌

1* コ 21 1 2 

戸
2再ι皐言史接概五言存一説

コ 2 2m 万) 宇百

ご2 ? I ? 日 ['6 冒

高: コ二 112m l ま百

国!..!.，.:;史= 
ニ工 1 I 2 ま司

1* |ェ 113m l 1司
円F iII こ工 1 1 3 1 手司

T コヲ ヌ l 信)

申 コ 213m 2 
、三よ カtイ片品 T コ 2 I ~ 2 t干

I人ヨー文ロ地ッ理パ学文概化論論 I
コ 21 3 2 

戸 =ョ 2m 2 

コ ヨ

|専
卜z コ 2 2 周作

護聾
I こE 1 I ~ 1 : 注'

再演習E |ェ 1 1 3 1 1 
ご2 3 2 ! 格孝

|教
Ib T ニコ

干 HI コ 2m 2 本手1

|育
~~ ご乙 ， I 2m 1 長7
ーヨ三ー ジ 11 2 

|科
エこ 1 1 2 l 長7

T 工乙 113m 
111 |ェ 1 1 3 

コ ? 1 2 2 義弘

2 1 3 2 
ニこ 1 1 2 l 
工に 1 1 3m 1 

111 |ェ 1 1 3 
Iヨ コ 12 1m n2)! I未成瀬定トーマスi議事対手 コ男 I ICあ

高F コ 212m 2 

犠
、ーマス

I コ ? I ~ 2: 、ーマス，11 コ 21 3 i 2 、ーマス
、居習 こに 1 1 2 1 I成成瀬瀬トトーーママスス量自

113m 
l寮柑 ニ乙 1 1 3 1 足掛iト

τ日石d コ 1 2 文美恵
l再拶ーπ タ l 日 文

コ 日 2 
I妄夜雇 コ !万三 l 2 If再

|ェ 1 1 2 |足

I ニZこ 113m 1 1Ji' 
111 I三 1 1 3 |足

注)キ印の科目は学校教育課程との課程閑共通科目である。 T印の科目は人聞社会課程のコース問共通科目である。

b印の科目はコース選択必修科目である。
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科目区分
記 区

一修必豊? l霊突L 配当年故

1~ E次 2 F次 3 F次 4 F次

A BIC 号
授業科目

四l 前 後 前 後 前 後 前 後
担当教員

E コ 2m ロ 民定

コ ロ Ie， 
」一

コ 2 陪:

ニこ 1 
コニ l 
コ二 l 
コ 「瓦 2m 2 亜 子

局毎 コ 2 2 弘山亜子

コ 日 2 弘山亜子

!-11三 コ 3m 2 ]J!lE子
目習 エ 2 1 布 平

二乙 3m 1 
こ巳 3 

E学 二コ 21 2lii 2 入

コ 21 3lii 2 入 て

1演習 ニ工 2 1 入 て

T ごE 3lii 1 入谷
H ここ 2 l 入谷制

専 b 仏 A.士会 コ 2 史

||;l2 
昨今論 コ 3 2 Lて2j

コ: -てJ

こに

E掌演習 日正

|育
コ 「五 2lii 2 恨 裕

日 コ 121 2 2 ?艮 裕

|科lilf ii宙習 !こ乙 2 l 十民
I ニこ 2 ?艮

in ここ 2 t~ 

i三
I?主?過営学基程溜(国盤論習際政塗I治宣を台

コ 日

コ 2 民:
トー

ニE
トー

ニ工
トー

iII コニ

* コ 2前 (2) 金谷義弘

シス ム論 コ 12 11: :(2) |戸 きo

T コ 1 21 3{ 2 戸 「ー

I演習 l三 11 2 1 戸

l三 3 戸 tー

111 |ェ 3 |戸 ~-

|云福 |コ |百 2 |否 |中付
|ェ 1 I 2 
|ェ 3 1 
lェ 3 
l ニコ 3 2 

付I石 l寝楕苦1 宥宋 i
コ 21 2 2 |小山大介

コ 121 2 2 |小山大介

注) *印の科目は学校教育課程との課程間共通科目である。 T印の科目は人聞社会課程のコ}ス間共通科臣である。

b印の科目はコース選択必修科目である。
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手 目l一分

記号
区

岸{立 t圭';?1 2 平1iZ 3年次 4年1iZ

B C 
授業科目 glJ 修必 選択

配当年次
前 :後 前 後 前後 前後

担当教員

'" 2 31 2 |宋:
ごヨ 2 l自l 2 |戸l 言一
ごヨ 2 J1j 2 |入 量失

=コ 2 2後 2 |入谷 量夫

'" 2 H長 2 |中村 司{宇

'" 2 2 2 |未定

U守三 準語L
h・7 ご立 2 2m 2 |大平明声

1I11i コ 2 3 2 |大平明主

自 こE l 2 1 |大平明生

自 こ乙 1 3m 1 !大平明声

自 !ll ニに l 3後 !大明夫

|専
ぇテム論 百貨習 2 ・2 2 3後 2 !大: 明夫

'" 2 3前 2 |未;

T ||環実v践d境的d社kコ安会時ミ学ュエティ '" 2 3前 2 |戸J島信一

|教
ロ・エ 2 2前 2 |根岸裕孝

-演習 ロェ 2 2前 2 |中宇 周作

|育 -演習 コェ 2 2後 2 |戸屋 信一
， .演習 ロ・エ 2 3前 2 |大耳 -関・未定

|科

実践的分野

fflll・メディア論 コ 2 2全 |未見

コ 2 3全 2 |宇Jll津徹朗

コ 2 3全 2 |来;

コ 2 3全 2 |来;

コ 2 3全 2 |大jE大野

コ 2 3全 |宇田津徹朗
，;ノe 2 4全 石川・宇田津・他

III ジ l 4全 l 主入博物館

ジ 2 4~ 各教員

T プレゼンテーション輪 コ 2 3Jii 2 塚本泰造

T ジ 2 3' 2 |インター s且会

ト目 10 
6 4全 1 6 |各教員

22 60 

注)キ印の科目は学校教育課程との課程間共通科目である。 T印の科目は人聞社会課程のコース間共通科目である。

b印の科目はコース選択必修科目である。
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6.教育職員免許状(高等学校教諭 l種普通免許状)の取得について

【1】取得できる教育職員免許状

人間社会課程においては、学校教育課程のように教育職員免許状を取得することが主たる教育

目的となっていない。したがって、各コースの専門教育の勉学を優先させた上で、余裕に応じて、

免許状取得に必要な所要単位を計画的に修得してし、くことが望ましい。

現在認定されている教育職員免許状は、以下のとおりである。

①言語文化コースにおいては、高等学校教諭 l種普通免許状(r英語J)の 1種類1教科であ

る。

②社会システムコースにおいては、高等学校教諭l種普通免許状(f地理歴史」及び「公民J)

の 1種類2教科である。

各免許状取得のためには、「教職に関する科目J23単位、「教科に関する科目J20単位、及び「教

科又は教職に関する科目J16単位の計 59単位を最低修得しなければならない。

「教職に関する科目」については、原則として別表 lに掲げる対応開設授業科目(学校教育課程

で開設されている科目)の中から単位を修得し、「教科に関する科目」及び「教科又は教職に関す

る科目」については、原則として別表2に掲げる対応開設授業科目の中から単位を修得すること。

(別表1)高等学校教諭 1種普通免許状に係る教職に関する科目

2 I教職入門 2 1年後学期

教育本質論 2 2年前学期

6 I学校教育心理学 2 2年前学期

ホ経営同司可，-民
教育制度論 2 3年後学期

教育課程の意義及び編成の|
方法 lム育課程論 2 2年前学期

教育課程及び
指導法に関すト各教科の指導法 I 6 

る科目

女地理歴史の免許状を取得する場合については、 「地理歴史科教育法J (2単位)に加えて、上に掲げた授
業科目のうち f中等社会科教育研究IIJ (2単位)を修得しなければならない。また、公民の免許状を取
得する場合については、 f公民科教育法J(2単位)に加えて、上に掲げた授業科目のうち「社会科授業研
究1J (2単位)を修得しなければならない。
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* r教育実習基礎研究」の受講科目登録は 3年次前学期に、「教育実習」の受講科目登録はまとめて 4年
次前学期に行う。

*担当教員、配当年次等詳細は、学校教育課程中学校教育コースの r2.教職専門科目の単位修得につい
て」を参照すること。

*高等学校 l種免許状取得に際しては、「介護体験」科目の修得を必要としない。

*教員免許を取得しようとする学生は、共通教育科目の「日本国憲法」を 2単位修得しなければならない。

* r教育課程及び指導法に関する科目Jの最低修得単位数は法律上では 1種 6単位であるが、本学では「各

教科の指導法J4単位を含んで、 10単位を修得しなければならない。

(別表2)高等学校 教諭 1種普通免許状に係る教科に関する科目

以下、英語、地理歴史、公民の順で「教科に関する科目Jを掲げる。

高 等 学 校 1種(英語)普通免許状に係る教科に関する科目

免許法施行規則に定める
左記に対応する開設科目

科目区分等
備 考

科目
最低修得

授業科目 配当年次 単位数
単位数

英語学

英英語語学学概演論習 I 2l年年後前字学期期 包2J 課課程程間間共共通通科科目目

l 
英語学演習皿 3年前学期 1 課程間共通科目

英語学演習W 3年後学期 I 課程問共通科目

英米文学講読 I 2年後学期 ① 

英米文学講読E 3年後学期 ① 

英文学概論 I年前学期 ② 学校教育課程開設

米文学概論 I年後学期 ② 学校教育課程開設!

英米文学 l 英文学読解法基礎 l年後学期 課程間共通科目

米文学読解法基礎 l年前学期 l 課程間共通科目

英文学読解法 2年前学期 l 課程間共通科目

米文学読解法 2年後学期 l 課程間共通科目

英文学演習 3年後学期 l 課程問共通科目

英語コミュニケ ション I 1年前学期 ① 

英語コミュニケーション l 
英語コミュニケーションE l年後学期 ① 

英語コミュニケーション皿 2年前学期 ① 

英語コミュニケーションW 3年前学期 ① 

ヨ ロッパ文化論 I l年後学期 ② 

ヨーロッパ文化論11 2年前学期 ② 

アメリカ文化論 I l年後学期 ② 

アメリカ文化論E 2年後学期 2 

異文化理解 l 
イギリスの言語と文化 2年前学期 ② 

アメロカの言語と文化 4年前学期 2 

英語文化論 2年後学期 ② 

多文化共生論 2年後学期 ② 

英米の言語文化演習 3年前学期 l 

異文化理解 4年後学期 2 課程間共通科目

注)免許法施行規則に定める「科目Jの遺漏なく履修するために、この表の単位にOを付した授業科目

は必ず履修すること。
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高等学校 1種(地理歴史)普通免許状に係る教科に関する科目

左記に対応する開設科目
備考

日本史概説 2年後学期

日本史講読 2年前学期

日;本史基礎演習 2年後学期

日本史演習 I 3年前学期

日 本史 l |日本史演習E 3年後学期

考古学概論 I l年後学期

考古学概論E 2年前学期

考古学講読 2年前学期

考古学基礎演習 2年後学期

考古学演習 I 3年前学期

E 
I年後学期

外国史E 2年前学期

西洋史概説 2年後学期

外国史 t |西洋史基礎演習 2年後学期

史料講読 2年前学期

外国史演習 I 3年前学期

E 3年
概論 2年前

地理学概論(地誌を官む。) l年後学期

地理学 3年前学期 2 
人文地理学演習 I 3年前学期 1 
人文地理学演習E 3年後学期! l 
自然地理学概論 2年前学期 ② 
第四紀学 3年後学期 2 

人文地理学及び
2年後学期 1 

自然地理学
l 自然地理学演習 I 3年前学期 l 

自然地理学演習E 3年後学期 l 
地理情報システム論・演晋 3年後学期 2 
経済地理学 2年前学期 ② |課程間共通科目

社会地理学 l年後学期 2 
2年後学期 l 
3年前学期 l 
3年後学期 1 

地 誌 l 
|年商

注)免許法施行規則に定める「科目Jを遺漏なく修得するために、この表の単位にOを付した授業科目

は必ず履修すること。

注)人文地理学と自然地理学の両科目を統合した授業科自はないので、それぞれの「科目」に対応する授
業科目を最低l単位以上ずつ修得しなければならない。
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高等学校 1種(公民)普通免許状に係る教科に関する科目

一
司
-
鮮
明

白
星
司
一
拍
判

言
分
T
l

震
区
一

=
7
-
3
 

ヌイ
E

嗣

F
ト
ト
L
F

E

地
目
白

韮

山

田

ヰ

評
科
・
ー
;

「法律学(掴際法を含む}、

政治学(国際政治を含む)J

「社会学、経済学
(国際経済を宮む)J 

「哲学、倫理学、
宗教学、心理学」

l 

l 

l 

左記に対応する開設科目

授 業 科 目

法学{国際法を含む.) 

政治学(国怖政治を含むー)

国際関係論
地域政治学

政治過程論
憲法 I

憲法E
行政法 I

行政法E

民法 I

民法E
消費者契約論

家族法

労働法 I
労働法E
社会保障法

社会学原論
経済学原論掴際総務を含む.) 

経済学概論
社会思想史

社会システム論

経済政策
財政学

自治体財政論

地域経済論

福祉経済論

地域社会学

日本経済論

日本経済史
金融論

労働経済論

福祉社会学
地域福祉社会学
家族社会学

欧米思想

留学史 I

哲学史E
倫理学

思想史講読
哲学・倫理学演習 I
智学・倫理学演習E

配当年次

l軍高率薪
1年後学期

1年前学期

3年後学期

3年前学期
1年後学期

2年前学期

3年前学期
3年後学期

l年後学期
2年前学期

3年後学期

3年前学期

2年前学期

2年後学期
3年後学期

2年後学期

2年前学期
I年前学期

2年前学期

l年後学期

2年前学期
2年前学期

2年後学期

l年後学期

2年前学期

l年前学期

2年後学期

3年前学期

3年前学期

3年後学期
2年前学期

2年後学期

笠釜主塑
I年前学期

I年後学期

2年前学期
2年後学期

3年後学期

2年後学期

3年前学期

単位数

備考

設

目

目

開

科

科

程

修

通

課

必

共
育
通

問

教

共

程

校

程

課

学

課

電
②
②
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
一
窃
②
②
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
一
宮
-
②
2
②
1
1
1

学校教育課程開設

課程間共通科目

課程共通必修科目

学校教育課程開設

学校教育課程開設

学校教育課程開設

学校教育課程開設

学校教育課程開設

学校教育課程開設

注)免許法施行規則に定める「科目」を遺漏なく履修するために、この表の単位にOを付した授業科目

は必ず履修すること。
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【2】教育実習について

教育実智等に関しては、「人間社会課程教育実習履修内規」を参照し、各免許に係る授業科目

及び教育実習の履修に関しては、補導教員もしくは指導教員の指導を受けること。

実習形態 配当年次 単位 実習校 実習期間

観察実習 附属中学校 5月頃に 3日間

4年全学期 2 
出身高等学校又は

本実習
県内の高等学校

5~lO 月頃に 2 週間

注 1 このほかに「教育実習基礎研究J(1単位)もあわせて履修し、事前・事後指導にも必ず出席しなけ

ればならない。

注2 教育実習の詳しい内容については、本実習前に配付する『教育実習の手引き』を参照すること。
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7.教員免許以外の資格及び単位修得について

【1】学校図書館司書教諭の資格取得について

(1) 学校図書館司書教諭(以後、「司書教諭」と略)とは、小学校、中学校、高等学校などの図書室で働く教諭のこ

とを言う。

(2) 司書教諭の資格を取得するには、学校図書館司書教諭講習規程に定める 5つの科目を受講する必要がある。

この講習を受講できるのは、大学に 2倍以上在学し、 62鞠立以上を修得した学生である。講習終τに必要な全

科目を修得した学生には、修了証書が交付される。ただし、大学在学中の学生の場合、修了証書の効力は、そ

の者が学校の教諭の免許状を取得した時点から生じる。

(3) この講習の日時等は、掲示等で確認すること。

(4)講習科目は、以下の通り。

科目

学校経営と学校図書館

学校図書館メディアの構成

学習指導と学校図書館

読書と豊かな人間性

情報メディアの活用

【2】学芸員資格の取得について

単位数 開講形態

2 

2 

2 
概ね夏季休業中の

集中講義
2 

2 

(1)学芸員は、国・公・私立等の博物館等において、資料の収集・保存・管理、展示、調査研究、教育・普及活

動等の専門的業務に従事する。

(2)学芸員の資格を取得するには、博物館法施行規則の定める科目(①表)19単位、併せて教育文化学部の定

める科目(②表)、工学部の定める科目(a:表)ならびに農学部の定める科目(④表)について2科目区分以

上にわたるB単位以上を修得しなければならない。

②表~@)表の科目については、所属学部のものを受講することを原則とする。なお、工学部及び農学部の

学生で、文化史、美術史、考古学の科目区分の単位修得を希望する場合については、他学部受講の手続

きの上、受講することができる。

(3)博物館実習は、「博物館実習履修要項」により実施する。なお、博物館実習を履修するためには、次の2つ
の条件を満たしていなければならない。

・①表の科目のうち、博物館実習を除く科目の単位の12単位以上を、修得しているか修得見込みであること。

・②表~④表の科目のうち、 2科目区分以上にわたる科目の4単位以上を、修得しているか修得見込みであること。

(4)所定の単位を修得した者には、卒業後、願い出により「学芸員に関する科目の単位修得証明書」を交付する。

①表博物館法施行規則の定める科目

博物館法施行規則が定める科目

( )内は単位数
宮崎大学の授業科目 単位数 配当学年

生涯学習概論(2) 生涯学習論 2 2年

博物館概論(2) 博物館概論 2 2年

博物館経営論(2) 博物館経営論 2 3年

博物館資料論(2) 博物館資料論 2 3年

博物館資料保存論(2)※ 博物館資料保存論 2 3年

博物館展示論(2) 博物館展示論 2 3年

博物館教育論(2) 博物館教育論 2 3年

博物館情報・メディア論(2)※ 博物館情報・メディア論 2 2年

博物館実習(3)
博物館実習 I 2 4年

博物館実習E 1 4年

単位 言十 19 
注1)r生涯学習論Jおよび「博物館概論Jは共通教育科目

注2)※の科目については、隔年開講となる。そのため、受講にあたっては、開講予定年度に注意が必要である。

注3)資格取得を希望する者は、 2年次に「博物館概論」を受講しておくことが望ましい。
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②表教育文化学部の定める科目

科目区分 教育文化学部の授業科目 単位数

日本の歴史と文化※ 2 

文 化 史 日本史概説※ 2 

西洋史概説※※ 2 

比較芸術文化論 1(美術系)※※ 2 

美 術 史
美術鑑賞基礎※ 2 

美術理論H 2 

美術理論皿 2 

考 古 号叫一 考古学概論 I※※ 2 

物 理 学
物理学概論 I 2 

物理学概論E 2 

イじ 点十主， 化学概論 I 2 

化学概論H 2 

生 物 員ナ斗. 生物学概論 I 2 

生物学概論H 2 

地 戸ナ三ゐ 地学概論 I 2 

地学概論H 2 

注1) 科目名の後にある※は課程共通科目、※※は人間社会課程の科目、他は学校教育課程の

開講科目を表す。

注 2) 配当学年については学科等で異なるものがあるので、各自確認の上、受講すること。

③表工学部の定める科目
~rT 卜目

2 
官官官7t

寵 E
r 

品 勺主

5 
物 理 弓L

1学

嘩聖書』Z12主 1 

ド 主報盟E主盆茸事」一堂一

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

〉ために開講している平 目。

注2)配当学年については学科等で異なるものがあるので、各自確認の上、受講すること。
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④表農学部の定める科目

科 目 区 分 農学部の授業科目 単位数

物 理 学
物理学概論 ※ 2 

物理化学 2 

基礎化学 2 

畜産草地科学基礎化学 2 

化 学
分析化学 2 

無機化学 2 

有機化学 2 

生物化学 I 2 

基礎横物学 2 

基礎動物学 2 

生 物 井ナ4 基礎微生物学 2 

昆虫生態学 2 

基礎生態学 2 

地 Aヴ主d与L 
地学概論※ 2 

土壌肥料学 2 

注1)科目名の横に※があるものは、教育職員免許状取得のために開講している科目。

注2)配当学年については学科等で異なるものがあるので、各自確認の上、受講すること。

注3)1行に2科目並んでしも科目は、そのうちのいずれかを選択。

[博物館実習履修要項]

博物館実習は次により実施する。

授業科目
学期

前 7後
言十 実習内容

博物館実習 I
2 学内実習(実習Eに必要な基礎的知識や技術

(通年・集中)
2 

に関する実習)および実習の事前・事後指導

博物館実習E
l 登録博物館等での実務実習。実施時期は

1 

L-一ー
(通年・集中) 受入博物館等の定めるところによる。

(1)実習Eを履(ましょうとする者は、実習を希望する年の 1月末日までに、出身都道府県を基本として、登録博物

館あるいは博物館相当施設に実習の受入依頼をしておくこと。

(2) r博物館実習受講願い」を、実習を希望する年の 1月 20日までに所属学部の教務・学生支援係に提出すること。

(3)博物館実習 l'nの受講科目の登録は4年前期で行うこと内

(4)実習 I及びEの成績評価は、博物館実習運営評価委員会で行う。

(5)実習Hに必要な教材等は受講生が各自準備することを原則とする。

(6)実習Eに必要な費用は個人負担とする。
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【3】インターンシップ(就業体験学習)について

(1)インターンシップ(就業体験学習)は、修学期間中に学生自らの専門や将来の目的に沿って、企業や自

治体等で就業体験を積み、各事業体の社会や地域における役割を学習することを目的とする。

(2)人聞社会課程の学生は、 3年次に「就業体験学習」を受講する。

。就業体験学習履修要項

(1)就業体験学習は次により実施する。

授業科目 区別 配当年次 単位 就業体験学習の内容

講義 (6~8 時間)

就業体験学習 シ 3全(注) 2 事前学習(2時間)

受け入れ先での実務演習 (35~45 時間)

事後学習(2時間)

(注) 3年次に海外留学や公務員講座の受講を考えているなどの理由で、本授業の受講が困難と恩われる

場合に限り、 2年次での受講を認めることがある。

(2) r就業体験学習Jを履修しようとする者は、前学期に掲示にしたがって事前学習(ガイダンス)を受講し、

「就業体験学習申込書」・「就業体験学習身上調書」及びf誓約書Jをインターン、ンッフ。運営委員会に提出

すること。また、就業体験学習終了後に「就業体験学習レポート」及び「就業体験学習日報」を提出するこ

と。

(3)就業体験学習は、受け入れ先と協議してインターンシップ運営委員会が決定した研修プログ、ラムに則して

行う。

(4)就業体験学習中に発生しうる事故や補償等のリスクに対応するために、受講生は「学生教育研究災害傷

害保険」及び「インターンシップ・介護等体験活動・ボランティア活動賠償責任保険Jに加入しなければなら

ない。

(5) r就業体験学習」の成績評価は、インターン、ンップ運営委員会において行う。

。主なスケジュール(ただし、各時期は変更することがある。)

時期 内 廿~ 

4 月 就業体験学習の実施に関して掲示

事前学習(ガイダンス)及び講義

4月 ~6月 学生による就業体験学習に関する書類提出

(就業体験学習申込書、身上調書、誓約書、学生災害障害保険、賠償責l

任保険加入証明書)

6月~τ月 受講生とインターンシップ受入企業の連絡・調整・決定

企業あるいは他大学等との合同ガイダンス

8月 ~9月 インターンシップ(実務演習)の実施

10 月 ~ll 月 学生による就業体験学習レポート提出

事後学習(学生による報告・まとめ)
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8.学生に関係する教育文化学部内規について

[1] 宮崎大学教育文化学部専門科目の受講及び試験に関する内規

01 専門科目の授業科目は、所定の年次・学期に受講することを原則とする。

平成 16年 04月 01日

制 定

一部改正 平成 18年 2月 15日

一部改正 平成 22年 1月20日

一部改正 平成 24年 6月 6日

02 専門科目を受講するときは、以下のことを履行していなければ単位の認定はなされない。

受講科目を所定の手続きにより別に定める期日までに学生支援部教育支援課に登録しなければならない。

ただし、学期の中途に関E罪される授業科目については、その都度所定の手続きをしなけれほならない。

03 他学部の専門科目を受講するときは、教育文化学部の教務・学生支援係に所定の受講願を提出し当該学部

の許可を得なければならない。

04各授業科目について所定の時間数の 75%以上出席しなければ受験資格は得られない。出席不足の場合は

改めて受講しなければならない。

05 各授業科目の受講にあたり遅刻・早退のあるときは、それらの 3回を合わせて 1回の欠席とみなす。

06 次の理由により欠席した者は、所定の特別欠席願を教務・学生支援係の確認を得て、欠席した授業の担当

教員に願い出ることができる。当該授業担当教員は、原則として、欠席の補填措置を行い、特別欠席を欠席数

に加算しないものとする。

(1)忌引

父母・配偶者7日、子 513，祖父母・兄弟姉妹3日

(2)天災

必要と認める日・時間

(3)学校保健安全法に定める感染症に該当するとき。

医師の証明に基づく治療に必要な期間。ただし、 4週間以上の長期にわたる場合を除く。

(4)大学で主催する文化及び体育等の課外活動で、主催大学の副学長等から正式な派遣依頼があり副学長(

教育・学生担当)が認めたとき、又は大学以外の団体等が主催するもので学長が認めたとき。ただし、期間及

び回数について制限する場合がある。

(5)その他やむを得ない事情があると教務委員会が認めたとき。ただし、事前に特別欠席願の提出が可能なも

のについては、事前提出がなされなかった場合は、特別欠席を認めない。

07 定期試験は、前学期と後学期の終わりの時期にその学期に開講した授業科目について実施する。

08 受験資格を有し、第 6項の理由によって定期試験を受けることができなかった者に限り追試験を 1回限り受け

ることができる。

09 受験資格を有する者で定期試験及ひ'追試験を受験しなかった者は、不合格の取り扱いとする。

10 定期試験及び追試験の合否発表は、試験終了後 l週間以内に担当教員において行う。

11 卒業期にある者で、卒業所要単位を充足できなかった者は、当該年度後学期試験に受験資格を有する授業

科目 3科目以内に限り、特別試験を受けることができる。受験する者は、教育文化学部教務・学生支援係に届

け出の上、 3月 13日までに受験しなければならない。

12 担当教員が転任又は退職等で不在となったときの定期試験、追試験及び特別試験は、授業科目担当講座と

教務委員会との協議により実施する。
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13 (1)試験の成績の評価は; 100点満点で 60点以上を合格とし、 59点以下は不合格とする。

(2)前号の成績は秀・優・良・可・不可の評語を用いて表し、それぞれの成績評価基準及び対応する評点を、

各教員が定める科目の到達目標に従って次のように定めるo

秀.科目の到達目標に特に優秀な水準で達している(評点 90点以上)

優.科目の到達目標に優秀な水準で達してしも(評点:89~80 点)

良:科目の到達目標に良好な水準で達している(評点 :79~70 点)

可:科目の到達目標に必要最低限の水準で達している(評点:69~60 点)

不可:科目の到達目標の必要最低限の水準に達していなし、(評点:59点以下)

(3)成績評価に対する申し立てをすることができる。詳細については別途定める。

14不正行為をした者は、学務規則により懲戒する。

附則

lこの内規は、平成 16年 4月 1日から焔行する。

2平成 15年度以前に入学した者に係る本内規第 13項の規定については、なお旧教育文化学部の例による。

附則

lこの内規は、平成 18年 4月 1日から施行する。

2第 13項は、平成 16年度以降に入学した学生に適用する。

附則

lこの内規は、平成 22年 1月 20日から施行する。

附則

lこの内規は、平成 24年 6月 6日から施行し、平成 24年 4月 1日から適用する。
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【2]教育文化学部専門科目の成績評価に対する申し立てに関する申し合わせ

平成 18年 2月 15日

制 定

一部改正 平成 26年 12月 17日

l成績評価に対する申し立てに関して、必要な事項を定める。

2 成績評価に対して異議がある場合、その成績評価を受けた者に限り 原則として当該学期内に

教務・学生支援係にて別紙1により教務長宛に申し立てをすることができる。

3成績評価に対する申し立てを教務長が受けた場合、教務長は適宜、学生及び担当教員から事情

を聴取し、その結果を踏まえて教務委員会において協議し、対処するものとする。

4前項において、対処できなし也教務委員会で判断したときは、学部長が対処するものとする。

5.lIJif¥氏1

成績評価に対する申し立て(教育文化学部)

申し立て日 平成 年 月 日

申し立て者

(所属・学籍番号) 学籍番号

授業科目名

(授業担当教員)

(申し立ての内容)

ー一一一一
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[ 31 宮崎大学教育文化学部学校教育課程教育実習履修内規

平成16年 4月 l日

制定

一部改正平成17年 2月 2日

一部改正平成18年 2月15日

一部改正平成20年 2月 6日

第1条 この内規は、学校教育課程の教育実習の履修に関して必要な事項を定める。

第2条 学校教育課程の学生は、その所属するコースで取得する教育職員免許状に関する教育実習(以下「コース

実習Jとし、う。)を履修しなければならない。

第3条 =ース実習は、実習 1 (観察・参加)、実習ll(基本・展開実習)及び実習III(tt用実習)の順に実施する。

ただし、特別支援教育コースの場合、コース実習は特別支援学校観察実習・特別支援学校教育実習であるが、

基礎免実習として実習 I・実習Eを履修しなければならない。また、履修に際しては、必ず、実習 I、特別支援学

校観察実習、実習E、特別支援学校教育実習のl慎に履修しなければならない。

2 コース実習を履修する者は、当該実習に関する事前・事後等の指導を受けなければならない。

3 コース実習を履修する者は、「教育実習基礎研究」を3年次に履修しなければならない。

4 実習 1(観察・参加)、実習ll(基本・展開実習)は、原則として附属学校において実施し、実習III(応用実習)は公

立の学校において実施する。

なお、特別支援教育コースの場合、コース実習(特別支援学校観察実習・特別支援学校教育実習)は県立特別支

援学校で実施する。

5 各コース実習及び特別支援教育コースの基礎免実習・コース実習は、次により実施する。

初等教育コース及び中学校教育コース

時期及び期間

コース 実習校 2年次前学期 3年次前学期 4年次前学期

実習 I 実習 E 実習E

(観察・参加) (基本・展開実習) (応用実習)

初等教育 小学校 1週間 3週間 2週間

中学校教育 中学校 1週間 L 週塑 2週間

特別支援教育コース

時期及び期間

実習校 2年次前学期 2年次前学期 3年次前学期 4年次前学期

または後学期

実習 I 特別支援学校 実習 E 特別支援学校

(観察・参加) 観察実習 (基本・展開実習) 教育実習

基礎免実習 附属小学校 1週間 3週間

コース実習 |県立特別支援学校 1週間 2週間

6 コース実習は卒業学年に終了することを原則とする。
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第4条 コース実習を履修する者は、次の各号をすパて充足しなければならない。

(1) 教育実習(コース実習)の履修屈を、実習 I、E、Eそれぞれ履修年次の4月30日までに提出すること。

(2) 実習 I、E、Eの履修に関しては、別に定める履修条件を満たしていること。

第5条 各コース実習及び特別支援教育コースの基礎免実習の履修に当たっては、第3条第5項に定める実習ごと

lこ、各々の期間の75%以上出席しなければ評価の対象としな"'0 
2 各コース実習及び特別支援教育コースの基礎免実習の評価は、別に定める評価基準により教育実習運営委員

会において行う。

第6条 コース実習を履修した者は、副免許状に関する教育実習(以下「副免実習Jという。)を履修することができ

る。

2 副免実習を履修する者は、副免実習履修届提出日寺までに次の単位を修得していなければならない。ただし、

l科目に限り、試験に不合格となった場合、次年度に修得するものとして履修することができる

学校種別 専門科目(最低修得単位数)

教科に関するもの 教職に関するもの 特別支援教育に関するもの

小学校 6単位 16単位

(初等教科教育研究4科目 8単位を含む)

中学校 16単位 6単位

(当該教科の中等教科教育研究4単位を含む)

高等学校 16単位 6単位

(当該教科の教科教育法4単位を含む)

特別支援学校 6単位

幼稚園 4単位 12単位
'--

3 雷j免実習の履修屈は、実習Eの履修年次の4月30日までとする。

第7条 高rJ免実習は、4年次に2週間、原則として附属学校固において実施する。

ただし、特別支援学校教諭免許に関する副免実習は、4年次前学期または後学期に特別支援学校観察実習を1

週間、4年次後学期に特別支援学校教育実習を2週間、県立特別支援学校において行う。なお、特別支援学校観察実

習については、特別支援教育コース2年次生の特別支援学校観察実習と同時期に同じ特別支援学校で行う。

第8条 国l免実習の履修については、第3条第2項、第5条の規定を準用する。

第9条 科目等履修生の教育実習の履修は認めない。ただし、宮崎大学大学院教育学研究科の学生が教育実習の履

修を希望する場合は、この限りではない。

附則

この内規は、平成16年 4月 1日から施行する。

附則

この内規は、平成17年 4月 l日から施行する。

附則

この内規は、平成18年 4月 l日から施行する。

附則

この内規は、平成20年 4月 1日から施行lする。
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[4] 宮崎大学教育文化学部人聞社会課程教育実習履修内規

一部改正

平成 20年 2月 6 日

制 定

平成 26年 11月 19日

第1条この内規は、 λ聞社会課程の学生の教育実習の履修に関して必要な事項を定める。

第2条人聞社会課程において取得可能な免許教科は、高等学校教諭l種普通免許状(地理歴史、英

語、及び公民)である。

第3条人聞社会課程の学生で第 2条に掲げる教育職員免許状の取得を希望する者は、取得する免

許状に関する教育実習 3単位(教育実習基礎研究 l単位を含む。)を履修しなければならない。

第4条教育実習は、観察実習、本実習の順に実施する。

2 教育実習を履修する者は、教育実習基礎研究を履修し、また当該実習に係る事前及び事後の指導

等を受けなければならない。

3観察実習は附属中学校、本実習は出身高等学校において実施することを原則とする。ただし、本実

習に関して特別の事情がある者は、この限りではない。

4人聞社会課程の教育実習等は、次により実施する。

実施時期 4 年次

実習の形態 観察実習 本実習

実 習 校 附属中学校 出身高等学校

期 間 3日間 2週間

第5条教育実習履修希望者は、次の各号をすべて充足しなければならない。

(1)教育実習履修届を履修前年度の 5月 15日までに提出すること。

(2) 教育実習履修届提出までに 70単位以上を修得していること。ただし、教職専門科目を5単位以

上並びに教科に関する科目のうち 12単位以上を含むこと。

(3)定期健康診断を受診していること。

第6条教育実習の履修にあたっては、実習期間の 75%以上出席しなければ評価の対象としない。

2教育実習の評価は、別に定める評価の基準により教育実習運営委員会において行う。

第7条科目等履修生の教育実習は認めない。

附則

この内規は、平成 20年 4月 l日から施行する。

附則

この内規は、平成 26年 11月 19日から施行する。
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[5]宮崎大学教育文化学部転学部に関する選考内規

(趣旨)

教授会決定

平成17年10月 5日

一部改正平成 20年 2月 20日

一部改正平成 27年 l月 7日

第1条この内規は、宮崎大学学務規則及び宮崎大学転学部規程に定めるもののほか、教育文

化学部(以下「本学部」という。)の転学部の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(転出)

第2条本学部の学生が転学部を志望するときは、補導又は指導教員の指導を経て11月末まで

に転学部願等を教務・学生支援係に提出しなければならない。

(受入)

第3条本学部は、学部定員にかかわらず、教育に支障がない範聞で選考のうえ若千人の転学部

を受け入れることができる。

2課程、コース、専攻は、転学部の志願を当該学生の入学年度の教育組織に基づいて受け入れ

る。ただし、特別な理由があると本学部の教授会が認めた場合を除く。

(出願資格)

第4条出願資格は、本学に在籍する学生で14単位(専門科目を除く。)以上を修得した者又は

修得見込みの者に限る。

(受入申請の受理期限)

第5条転学部を志願する学生の所属の学部長による審査依頼の受理期限は、宮崎大学転学部

規程第6条による。

(選考)

第6条選考は、大学入学試験の成績、単位修得の状況とその成績及び怠願する課程、コース、

専攻の課する選考試験の結果とを総合して判定会議で選考する。

(学長への上申)

第7条学部長は、他の学部からの転学部願に関する判定会議の結果を学長に上申するものとす

る。

(在学期間)

第8条転学部を許可された学生(以下「転学部生」という。)の在学期間について、転学部前の在

学期間から通算する。

(年次の定義)

第9条 1年を単位としたカリキュラム上の階梯を年次という。原則として在学年数が1年増す毎に

次の年次に進む。

(受入年次)

第10条転学部生は、原則として志願した課程、コース、専攻の第2年次の学生とする。ただし、

単位修得の状況によっては教務委員会の議を経て、教授会において第3年次への転学部を認

めることがある。

(履修指導)

第11条転学部生を受け入れた課程、コース、専攻の補導又は指導教員は、教務委員会との協

議の上転学部生に対して適切な授業科目の履修指導を行わなければならない。

(既修得単位の読み替え)

第四条既修得単位の読み替えは、専門科目について教務委員会の議を経て教授会で認定す

る。

(その他)

第四条この内規に定めるもののほか、転学部に関し必要な事項は、教授会が別に定めることが

できる。
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附則

1この内規は、平成17年10月5日から纏行する。

2宮崎大学教育文化学部転学部及び課程、コース、選修(主専攻)変更に関する選考内規(平

成16年4月1日制定)は廃止する。

附則

この内規は、平成 20年 4月 1日から施行する。

附則

この内規は、平成27年1月7日から施行する。

改正後の第4条の出願資格については、平成26年度以降の入学生に適用する。

平成25年度以前の入学生については、従前の例(20単位(専門科目を除く。)以上を修得し

た者又は修得見込みの者)による。
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(趣旨)

[ 6] 宮崎大学教育文化学部転学部に関する申合せ

教授会決定

平成17年 9月21日

一部改正平成20年2月20日

1 転学部が許可された学生(以下「転学部生」という。)の受入年次及び特定の科目の履

修について必要な事項を申し合わせる。ただし、年次の定義は「宮崎大学教育文化学部転

学部に関する選考内規」第9条による。

(基本方針)

2 転学部生の所属・受講条件(カリキュラム)等については当該学生の入学年度の学生便
覧に基づく。

(受入年次)

3 転学部生が属することになる課程、コース及び専攻に属する教員は転学部生が最短期間

で卒業が可能となるように既定の授業時間割の下で授業計画を作成し、この授業計画に基

づき、 「宮崎大学教育文化学部転学部に関する選考内規」のもとで教務委員会は転学部生

の受入年次を決定する。ただし、隔年開講等の授業科目については4の(2)による。

(受講科目)

4 (1)介護体験の証明書を得ている転学部生は、定められた手続きののち「介護体験Jの単

位を認定する。

(2)必ずしも毎年開講されていない授業科目については、転学部生が順調に卒業できるよ

うに開講年度を可能な限り調整する。ただし、キャンパスガイド(学生便覧)で開講年

度があらかじめ規定されている隔年開講等の授業科目は、原則として調整の対象としな
し、。

附則

この申し合わせは、平成 20年4月 1日から箱行する。
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[ 7 ] 宮崎大学教育文化学部課程、コース、主専攻及び副専攻変更に関する選考内規

(趣旨)

教授会決定

平成 17年 10月 51:1

一部改正平成20年2月20日

一部改正平成24年6月20日

一部改正平成27年 1月 7日

第1条 この内規は、宮崎大学学務規則に定めるもののほか、教育文化学部(以下「本学部J

という。)の課程、コース、主専攻及び副専攻(以下「課程等」という。)変更の取扱に関

し必要な事項を定めるものとする。ただし、学校教育課程中学校教育コースにおける単独

専攻への副専攻変更の取扱に関しては別に定める。

(志願手続)

第2条 本学部の学生が課程等変更を志望するときは、補導又は指導教員の指導を経て 11 

月末までに課程等変更願等を教務・学生支援係に提出しなければならない。

(受入)

第3条 本学部は、学部収容人員の適正維持と教育に支障がない範囲で選考のうえ若干人の

課程等変更を受け入れることができる。

2 課程、コース、専攻は当該学生の入学年度の教育組織に基づいて課程等変更の志願を受

け入れる。ただし、特別な理由があると本学部の教授会が認めた場合を除く。

(出願資格)

第4条 出願資格は、本学部に在籍する学生で 14単位(専門科目を除く。)以上を修得し

た者又は修得見込みの者に限る。ただし、推薦入学、編入学及び転学部による本学部の学

生についてはJJIJに定めるが、原則として志願できない。

2 課程等変更をした者は、再度の課程等変更を志願することができない。

(選考)

第5条 選考は、大学入学試験の成績、単位修得の状況とその成績及び志願する課程、コー

ス、専攻の課する選考試験の結果とを総合して判定会議で選考する。

(在学期間)

第6条 課程等変更を許可された学生(以下「課程等変更生」という。)の在学期間につい

て、課程等変更前の在学期間から通算する。

(年次の定義)

第7条 年次の定義は「宮崎大学教育文化学部転学部に関する選考内規J第9条による。

(受入年次)

第8条 課程等変更生は、原則として志願した課程、コース、専攻の第2年次の学生とする。

ただし、単位修得の状況等によっては教務委員会の議を経て、教授会において第3年次以

上への課程等変更を認めることがある。

(履修指導)

第9条 課程等変更生を受け入れた課程、コース、専攻の補導又は指導教員は、教務委員会

との協議の上課穏等変更生に対して適切な授業科目の履修指導を行わなければならない。

(既修得単位の読み替え)

第 10条 既修得単位の読み替えは、専門科目について教務委員会の議を経て教授会で認

定する。

(その{也)

第 11条 この内規に定めるもののほか、課程等変更に関し必要な事項は、教授会が別に定

めることができる。

附則

この内規は、平成 17年 10月5日から施行する。

附則

この内規は、平成 20年4月 1日から施行する。

附則

この内規は、平成 24年6月20日から施行する。
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附貝IJ

この内規は、平成27年1月7日から施行する。

改正後の第4条の出願資格については、平成26年度以降の入学生に適用する。

平成25年度以前の入学生については、従前の例(20単位(専門科目を除く。)以上を修得し

た者又は修得見込みの者)による。
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[ 8] 宮崎大学教育文化学部課程、コース、主専攻及び副専攻変更に関する申合せ

(趣旨)

教授会決定

平成17年10月 5日

一部改正平成20年 2月20日

一部改正平成24年 6月20日

1 課程、コース、主専攻及び副専攻(以下「課程等Jという。)変更の出願資格に関す

る補足及び課程等変更が許可された学生(以下「課程等変更生」という。)の受入年次、

特定の科目の履修等について必要な事項を申し合わせる。ただし、年次の定義は「宮崎

大学教育文化学部転学部に関する選考内規J第9条による。

(出願資格に関する補足)

2 推薦入学、編入学及び転入学による本学部の学生に対する課程等変更の出願資格は

「宮崎大学教育文化学部課程、コース、主専攻及び副専攻変更に関する選考内規」第4

条第 1項によるが、学校教育課程の初等教育コース・中学校教育コースの学生は副専攻

変更を志願することができる。

(基本方針)

3 課程等変更生の所属・受講条件(カリキュラム)等については当該学生が入学時に受

け取った学生便覧に基づく。

(受入年次)

4 (1 )課程等変更生が属することになる課程等に属する教員は課程等変更生が最短期間

で卒業が可能となるように既定の授業時間割の下で授業計画を作成し、この授業

計画に基づき、 「宮崎大学教育文化学部課程、コース、主専攻及び高11専攻変更に

関する選考内規」のもとで教務委員会は課程等変更生の受入年次を決定し、教授

会の承認を得るものとする。ただし、隔年開講等の授業科目については5の (4)

による。受入年次が第4年次となるのは4の (2)の要件を満たす場合に限る。

(2) コース、主専攻及び高11専攻(以下 fコース等Jという。)変更が許可された学生

(以下「コース等変更生」という。)について、コース等変更志願時に第3年次

以上の学生であって、変更後の卒業所要要件を満たすために修得すべき単位数(教

育実習関係の科目及び卒業論文を除く)が 16単位以下と見込まれるとき、第4

年次に受け入れることができる。

-251ー



(受講科目)

5 (1)介護体験の証明書を得ている課程等変更生は、定められた手続きののち「介護体

験」の単位を認定する。

( 2)学校教育課程におけるコース等変更生がコース等変更出願前に履修していた教育

実習の各段階の内容(学校種別及び教科、以下「教育実習の内容Jという。)と、

変更後のコースにおける教育実習の内容が同一である場合、コース等変更前の既

履修分から継続して次の段階の教育実習に進むことを認める。この場合、各段階

の履修年次はコース等変更後の該当年次とするが、コース等変更前に実習Hの単

位を既に取得している場合には、受入年次に関わらず実習皿の履修を認める。ま

た、特別支援教育コースに受け入れた場合には、宮崎大学教育文化学部学校教育

課程教育実習履修内規第3条の履修順序に関する規定を、既履修分に関しては適

用しない。

コース等変更前後で教育実習の内容に相違がある場合は、実習 Iより改めて履

修するものとし、コース等変更後の受入年次は原則iとLて第 2年次とする。

( 3)課程等変更志願時に第3年次以上であった学生の第 3年次以上への課程等変更を

認めたとき、当該学生が継続している卒業論文については、課程等変更前の卒業

論文の単位数が変更後の単位数以上の場合、課程等変更後の指導教員の判断(以

下「指導教員の判断」という。)により、卒業論文の受講科目登録をしミ卒業論文

題目届出を提出することを認める。課程等変更志願前に修得した卒業論文の単位

(以下「卒業論文の単位」という。)について、課程等変更前の卒業論文の単位数

が変更後の単位数未満の場合又は指導教員の判断により変更後の卒業論文として

は認められないとなったとき、卒業論文の単位を所定外科目の単位に読み替える

ものとする。

(4) 必ずしも毎年開5辞されていない授業科目については、課程等変更生が順調に卒業

できるように開講年度を可能な限り調整する。ただし、キャンパスガイド(学生

便覧)で、開講年度があらかじめ規定されている隔年開講等の授業科目は、原則と

しで調整の対象としない。

(その他)

6 宮崎太学教育文化学部課程、コース、主専攻及び高IJ専攻変更に関する選考内規第 1条

但書に定める変更を志望する学生は、補導又は指導教員と相談の上、すみやかに教務・

学生支援係へ課程変更等願を提出しなければならない。当該副専攻変更については選考

試験を行わず、教務委員会の議を経て認めるものとする。

なお、この変更手続きにおいては、向上の内規第4条、第6条、第 7条、第 9条、第

1 0条、第 11条が準用される。

附則

この申し合わせは、平成20年 4月 1日より施行する。

附則

この申し合わせは、平成24年 6月 20日より施行する。
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[ 91 宮崎大学教育文化学部編入学に関する選考内規

(趣旨)

平成 16年4 月 1 日

制定

一部改正平成 17年 2月2日

一部改E 平成 17年 10月5日

一部改正平成 20年 2月6日

第 1条 この内規は、宮崎大学学務規則に定めるもののほか、教育文化学部(以下「本学部」という。)

の編入学の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(受入人数)

第 2条 本学部は、学部収容人員の適正維持と教育に支障がない範囲で選考のうえ、若干人の編入学を受

け入れることができる。

(出願資格)

第 3条編入学の出願資格を有する者は、次の各号のーに該当する者とする。

( 1 )学士の学位を有する者及び授与される見込みの者

(2 )短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者

(3 )専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準(修業年限が 2年以上で、かっ、課程の修

了に必要な総授業時間数が 1，700時間以上であること。)を満たすものを修了した者及び修了見込み

の者

(4 )修業年限4年以上の大学に 2年以上在学し 62単位以上の単位を修得Lた者及び同見込みの者

(5 )前各号に定めるもののほか、法令等で大学の第 3年次に編入学できると定められた者

(出願期間)

第 4条 編入学を希望する者は、所定の期日までに本学部教務・学生支援係まで申し出なければならない。

(選考)

第 5条 編入学の選考は、志願する課程、コース、専攻の課する試験の結果を総合して教授会で行う。

(編入学年次)

第 6条 選考の結果、編入学を認められた者には、原則として志望した課程、コース又は専攻の 3年次に

編入学を許可する。ただし、単位の修得状況によっては、教務委員会の識を経て、教授会において編入

学年次を 2年次にすることもある。

(既修得単位の読み替え)

第7条既修得単位の読み替えは、専門科目に相当する授業科目については教務委員会、共通科目に相当

する授業科目については共通教育協議会の議を経て教授会で認定する。

(その他)

第8条 この内規に定めるもののほか、編入学に関し必要な事項は、教授会が別途定めることができる。

附則

この内規は、平成 16年 4月 1日から施行する。

附則

この内規は、平成 17年4月 1日から施行する。

附則

この内規は、平成 17年 10月5日から施行する。

附則

この内規は、平成 20年4月 1日から施行する。

253-



(趣旨)

[ 1 0 J 宮崎大学教育文化学部編入学に関する申合せ

教授会決定

平成 17年 9月 21日

一部改正平成 20年 2月 6日

1 編入学が許可された学生(以下「編入学生」とb、う。)の編入学年次及び特定の科目の履修に

ついて必要な事項を申し合わせる。

(基本方針)

2編入学生の受講条件(カリキュラム)等については当該学生の編入学年次に在籍する順調に進

級してきた学生が所持する学生便覧に基づく。

(編入学年次)

3 (1)編入学生が属することになる課程、コース及び専攻(以下「編入学生が属することになる課

程等」とし、う。)に属する教員は編入学生が最短期間で卒業が可能となるように既定の授業時

間害IJの下で授業計画を作成し、この授業計画に基づき、 「宮崎大学教育文化学部編入学に関す

る選考内規J(以下「内規」という。)のもとで教務委員会は編入学生の編入学年次を決定し、

教授会の承認を得るものとする。ただし、隔年開講等の授業科目については4の(2)による。

(2)編入学生が属することになる課程等が改組により変更され、改組後 1年経過した年度に当

該学生が編入学する場合、編入学年次については内規第 6条のただし書きを適用しない。

(受講科目)

4 (1)介護体験の証明書を得ている編入学生は、定められた手続きののち「介護体験Jの単位を

認定する。

(2)必ずしも毎年開講されていない授業科目については、編入学生が順調に卒業できるように

開講年度を可能な限り調整する。ただし、キャンパスガイド(学生便覧)で開講年度があらか

じめ規定されている隔年開講等の授業科目は、原則として調整の対象としない。

附則

この申し合わせは、平成 20年4月 1日より施行する。
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【11]宮崎大学教育文化学部科目等履修生受入に関する内規

日
定
日
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5

 

同
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日

川
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n
，“
 

年

年
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山

8

成

成

平
制
平正改部

(趣旨)

第 l条教育文化学部における科目等履修生の受入に関する必要な事項は、宮崎大学学務規則及び宮崎大

学科目等履修生規程(以下「規程」とし、う。)に定めるもののほか、この内規の定めるところによる。

(入学志願の時期等)

第 2条入学志願の時期は、次の各号に定める期間とし、公募方法は学部において公示する。

(1)前学期については、直前の 3月 1日から 3月9日までの期間(土曜日、日曜日を除く。)

(2)後学期については、直前の 9月 1日から9月 10日までの期間(土曜日、日曜日を除く。)

(3)特別の事情がある場合は、上記以外の期間における入学志願を、教務委員会の審議を経て許可するも

のとする。

(選考及び入学手続き)

第 3条規程第 4条に定める選考は、学部における書類審査により選考する。ただし、必要に応じ面接等を課

すことがある。

2選考の結果は、当該学部から志願手続き後1か月以内に郵送により通知し、合格者には、合わせて入学手

続き等について通知するものとする。

(履修単位)

第4条規程第 10条第 1項に定める単位数は、制限しなしものとする。 ただし、規程第 8条に定める授業開

設期間内に授業を履修することを原則とする。

(履修制限)

第 5条授業科目によっては、履修を許可されない場合がある。

2科目等履修生に係る教育実習等(介護体験・体験学習・博物館実習を含む。)の履修は認めない。ただし、

宮崎大学大学院教育学研究科の学生が教育実習及び介護体験の履修を希望する場合は、この限りではな

し、。

(実験・実習経費等)

第 6条実験・実習等に要する費用は、科目等履修生の負担とすることがある。

(入学願書等の様式)

第7条規程第3条に定める入学を志願する者の提出書類については、別紙第 l号様式から第3号様式によ

る。

(単位修得証明書の発行)

第 8条規程第 10条第2項に定める単位修得証明書は、別紙第4号様式によるものとする。

第9条この内規に定めない事項については、学部において処理するものとする。

附則

この内規は、平成 16年 4月 1日から施行する。

附則

この内規は、平成 18年4月 1日から施行する。
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9.教育文化学部の沿革(年表)

師範学校の時代

明治17年11月17日 宮崎県師範学校が設立された。

明治40年 3月 3日 宮崎県師範学校に女子部が設置された。

大正11年 3月10日 宮崎県実業補習学校教員養成所が設立された。(昭和10年4月l日宮崎県青
年学校教員養成所に改称され、昭和19年4月1日宮崎青年師範学校に改称さ

れた。)

大正15年 4月 1日 宮崎県女子師範学校が設立された。(宮崎県師範学校女子部が独立した。)

昭和18年 4月 1日 宮崎師範学校が設立された。(宮崎県師範学校と宮崎県女子師範学校を統

昭和24年 5月31日

昭和26年 3月31日

4月 l日

昭和28年 3月10日

昭和29年 4月 1日

昭和32年 4月 1日

昭和34年 2月28日

4月 1日

昭和36年 3月 7日

3月30日

9月20日

昭和37年 5月 1日

昭和39年 3月31日

4月 l日

昭和41年 4月 1日

昭和42年 6月 1日

昭和44年 4月 1日

昭和49年 4月 1日

昭和61年 7月15日

昭和62年 2月10日

3月30日

合した。)

宮崎大学学芸学部の時代

国立大学設置法の公布により、宮崎大学が設置された。宮崎市花殿町31番

地に学芸学部が置かれた。四年課程、二年課程の二つの課程を置き、それ
ぞれ第一部と第二部に分けた。

宮崎師範学校と宮崎青年師範学校が廃止された。

附属小学校と附属中学校が設置された。

宮崎大学学芸学部の第l回卒業式が挙行された。

特別教科(音楽)教員養成課程が設置された。

二年課程第二部の学生募集を停止した。

附属小学校体育館を新築した。

学芸専攻科(修業年限1年)が設置された。

木犀会館が木犀会(同窓会)から寄贈された。

附属中学校体育館を新築した。

附属小学校水泳プーノレが同校PTAから寄贈された。

附属小学校で児童への給食が開始された。

二年課程が廃止された。

四年課程第一部が小学校教員養成課程に、四年課程第二部が中学校教員養
成課程にそれぞれ改称された。

宮崎大学教育学部の時代

教育学部に改称された。特別教科(理科)教員養成課程と教育専攻科が設

置された。

附属幼稚園が設置された。

養護学校教員養成課程が設置された。

幼稚園教員養成課程が設置された。

エヴアグリーン州立大学(アメリカ合衆国)と学生交流協定を締結した。

ダニーデン教育大学(ニユ}ジーランド)と学生交流協定を締結した。

現キャンパスへの移転準備として宮崎市大字熊野に大学会館と体育館を
新築した。
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7月24日

10月27日

昭和63年 3月 3日

附属図書館を新築した。

教育学部実験研究棟を新築した。

学生寄宿舎(男子)を新築した。

3月31日 音楽実験研究棟、美術実験研究棟、技術・家庭実験研究棟を新築した。

7月 5日 教育学部講義棟を新築した。

9月 7日 教育学部の現キャンパスへの移転が完了した。

平成元年 3月24目、 課外活動施設(音楽系)と弓道場を新築した。

4月 1日

平成 2年 3月28日

平成 3年 3月28日

4月12日

平成 4年 7月17日

平成 5年 3月15日

平成 6年 4月 1日

9月14日

平成 B年 4月 1日

平成 9年 4月 1日

平成10年 4月 1日

平成11年 4月 1日

5月28日

平成12年 4月 1日

9月 3日

平成13年10月 1日

平成14年 4月 1日

人文社会課程が設置された。

学生寄宿舎(女子)を新築した。

課外活動施設(厩舎)を新築した。

教育実践研究指導センターが設置された。

国際交流宿舎を新築した。

附属幼稚閤舎を新築した。

大学院教育学研究科(学校教育専攻・教科教育専攻)が設置された。学校

教育専攻には学校教育専修が置かれ、教科教育専攻には社会科教育専修・
数学教育専修・理科教育専修・音楽教育専修・美術教育専修・保健体育専
修・英語教育専修が置かれた。

教育専攻科が廃止された。

教育実践研究指導センター棟を新築した。

大学院教育学研究科に家政教育専修が置かれた。

学生による授業評価とオフィス・アワーが導入された。

大学院教育学研究科教科教育専攻に国語教育専修と技術教育専修が置か

れた。

宮崎大学教育文化学部の発足

教育学部が改組され、教育文化学部が設置された。学校教育課程、地域文

化課程、生活文化課程、社会システム課程が置かれた。

宮崎大学創立50周年記念式典が挙行された。

大学院教育学研究科において夜間開講が始まった。

第l回保護者懇談会が開催された。

学部長意見箱が設置された。

教育実践研究指導センターを改組して教育実践総合センターが置かれた。
大学院教育学研究科学校教育専攻に教育臨床心理専修が置かれた。

国立大学法人宮崎大学教育文化学部の発足

平成16年 4月 1日 国立大学法人法(法律第112号平成15年7月16日制定、平成15年10月1日施

行)により国立大学法人宮崎大学教育文化学部となった。

平成20年 4月 1日 教育文化学部が改組され、学校教育課程(150名)と人間中士会課程(80名)が

置かれた。大学院教育学研究科が改組され、教職実践開発専攻(28名)と学

校教育支援専攻 (10名)が置かれた。

平成25年10月 1日 教育実践総合センターを改組して、教育協働開発センターが置かれた。
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授業時間割(控)

第年次(前学期)

|決 1~2 3~4 5~6 7~8 9~10 

月

火

水

木

金

第年次(後学期)

〉決( 1~2 3~4 5~6 7~8 9~10 

月

火

オt

木

金

※備考各自で受講科目を明瞭にしておくこと。

必要に応じコピーをして利用してください。
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修得単位累加記録表
基礎教育科目の部

授業 修 得
区 分 科 目 群 受講科目 時間割

単位 年度 学期
担当教員

コード

大学教育入門セミナー

情報・数量スキル

導

入
英語

外国語コミュ

科 ニケーション

基
目 初修外国語

礎

保健・体育

教

課題
専門教育入門セミナー

育 環境と生命
自発見

現代社会 社会と人間

科
科 の課題 自然の仕組み

目

学士力発展科目

言十

。受講科目は、カリキュラムと一致させること。
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専門科目

受講科目
履修科目 単位修

4尋

コード

必修 選択
自由 年度 学期

担当教員

選択

。受講科目は、カリキュラムと一致させること。
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専門科目

修 f専

受 講科目
履修科目

コード
単 位

必修 選択
自由 年度 学期

担当教員

選択

一

。受講科目は、カリキュラムと一致させること。
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専門科目

{妻 得

受講科 目
履修科目

コード
単 イ立

必修 選択
自由 年度 学期

担当教員

選択
一寸

。受講科目は、カリキュラムと一致させること。
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